




岡崎市住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅供給促進計画

目 次

第１章 賃貸住宅供給促進計画策定にあたって .....................1

１ 賃貸住宅供給促進計画策定の背景と目的................................ 1

２ 計画の位置づけ...................................................... 2

３ 計画期間............................................................ 2

第２章 住宅確保要配慮者の居住の実態及び住宅の供給状況 .........7

１ 住宅確保要配慮者の世帯数及び居住の実態.............................. 7

１－１ 人口・世帯の状況.....................................................7

１－２ 住宅確保要配慮者の状況..............................................10

２ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給状況の把握................... 23

２－１ 住宅の状況..........................................................23

２－２ 住宅確保要配慮者の受け入れについて..................................29

３ 課題の整理......................................................... 40

３－１ 住宅確保要配慮者ごとの背景と課題....................................40

３－２ 住宅確保要配慮者の円滑な入居及び居住の安定化に係る課題 ..............42

第３章 賃貸住宅供給促進計画..................................45

１ 住宅確保要配慮者の範囲及び賃貸住宅の供給目標....................... 45

１－１ 対象とする住宅確保要配慮者の範囲....................................45

１－２ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給目標..........................48

２ 居住支援に関する事項............................................... 49

２－１ 本市の居住支援への取組みに関する事項................................49

２－２ 居住支援協議会を通じて行う取組みに関する事項........................53

３ 住宅確保要配慮者に対する公的賃貸住宅の供給促進等に関する事項....... 59

３－１ 公営住宅の供給促進に関する取組み....................................59

３－２ 地域優良賃貸住宅等の供給促進に関する事項............................63

４ 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する事項..... 64

４－１ 登録住宅・登録事業者に関する事項....................................64

４－２ 賃貸住宅や登録住宅の管理の適正化のために講ずる施策に関する事項 ......71

４－３ 賃貸人の啓発のために講ずる施策に関する事項..........................72

用語集......................................................73





第１章 賃貸住宅供給促進計画策定にあたって

- 1 -

賃貸住宅供給促進計画策定の背景と目的

全国的に少子高齢化が進む中、本市においても少子高齢化は進んでおり、本市の将来人

口推計から 65 歳以上の高齢者人口は、2015 年に約８万人であったものが、2035 年には約

11 万人に増加する見通しです。

このような中、低額所得者、高齢者、子育て世帯、障がい者、外国人等は、民間賃貸住

宅市場において家賃滞納や事故及び騒音等に対する不安から入居が困難となる場合があり

ます。

また、属性によって求められる住宅の規模や構造等も異なり、必要とする賃貸住宅への

円滑な入居が難しい現状があります。このように住宅の確保に特に配慮を要する方を住宅

確保要配慮者といいます。

一方で居住形態が多様化する中、社会構造やニーズの変化に伴い空き家が増加傾向にあ

り、本市の空き家数（賃貸住宅等を含む）を住宅・土地統計調査で見ると、1993 年に約１

万戸であったものが、2013 年には約２万戸になっています。今後も空き家の増加傾向が強

くなることは避けられないと考えられることから、空き家・空き室の利活用を図る必要が

あります。

現在、住宅確保要配慮者に対する住宅供給施策（以下「住宅セーフティネット」という。）

の中核として、市営住宅等の公的賃貸住宅を住宅に困窮する低額所得者を中心に供給して

いますが、これらの本市の人口動態や住宅の現状の課題に対して、民間賃貸住宅の空き家

や空き室を活用することで、住宅確保要配慮者が必要とする住宅を確保し、安心して住み続

けられる仕組みを構築していくことが必要となります。

そのような中、2017 年４月に住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する

法律（平成 19年法律第 112 号。）が改正され、①住宅確保要配慮者の入居の受け入れが可能

な賃貸住宅を登録する「登録住宅制度」、②登録住宅に対する賃貸住宅改修及び入居への経済

的支援、③住宅確保要配慮者への居住支援、この３つの施策を柱とした新たな住宅セーフテ

ィネット制度が創設されました。

本市では、住宅確保要配慮者が必要とする住宅を確保し、安心して住み続けられる仕組

みを構築し、公的賃貸住宅や民間賃貸住宅による住宅セーフティネットを推進するため、

「岡崎市住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅供給促進計画」を策定しました。

第１章
賃貸住宅供給促進計画策定にあたって
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計画の位置づけ

本計画は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（以下「法」

という。）第６条に規定される「市町村賃貸住宅供給促進計画」として策定するものです。

また、法第４条に規定される国の基本方針と法第５条に規定される都道府県賃貸住宅供

給促進計画（愛知県賃貸住宅供給促進計画）に基づき計画を策定しています。このほか、

市の上位関連計画である岡崎市住宅マスタープランや関連計画である岡崎市空家等対策計

画及び岡崎市地域包括ケア計画等と施策に対する整合を図ります。

＜計画の位置づけ＞

計画期間

本計画の計画期間は、2019 年度から 2023 年度までの５年間とします。

なお、上位計画である現行の岡崎市住宅マスタープラン（2010 年度から 2020 年度）は

2021 年度に改訂を予定しています。本計画は、岡崎市住宅マスタープランと整合を図るこ

とから、岡崎市住宅マスタープラン改定後には、本計画に基づく取組みや賃貸住宅の供給

等の状況、社会経済情勢の変化などを踏まえ、必要に応じて本計画の見直しを行います。

＜本計画の計画期間と住宅マスタープランとの関係＞

計画／年度 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 以降

住宅マスター

プラン

本 計 画

２

３

策定

改訂
現行計画

見直し

改訂見直し 見直し
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低額所得者、高齢者、子育て世帯、障がい者、外国人など、今後増加が見込まれる住宅

確保要配慮者への住宅セーフティネット機能の強化や、空き家等の増加といった課題に対

応するため、民間賃貸住宅や空き家等を活用した住宅確保要配慮者の入居の受け入れが可

能な賃貸住宅を登録し、住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居を推進する制度です。

住宅セーフティネット制度の枠組み

〇 住宅確保要配慮者の入居を受け入れる賃貸住宅の登録

〇 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の改修及び入居への経済的支援

〇 住宅確保要配慮者への情報提供、マッチング、居住支援

＜新たな住宅セーフティネット制度のイメージ＞

お

資料：「民間住宅を活用した住宅セーフティネット」をご活用ください（大家さん向け）より作成

参考：新たな住宅セーフティネット制度とは・・・
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【専用ホームページ】

参考：新たな住宅セーフティネット制度とは・・・

登録した住宅は、国土交通省が管理する専用ホームページに掲載され、広く周

知することができます。

【検索トップ画面】

資料：セーフティネット住宅情報提供システムより作成

https://www.safetynet-jutaku.jp
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●改修工事の費用補助

・住宅確保要配慮者専用賃貸住宅は、改修費用に対して補助を受けることが可能。

事業主体等 大家等

補助対象工事等

・共同居住用住宅に用途変更するための改修・間取り変更

・バリアフリー改修、防火・消火対策工事、子育て世帯対応改修、耐震改修

・居住のために最低限必要と認められた工事

・居住支援協議会等が必要と認める改修工事

※上記工事に係る調査設計計画（インスペクションを含む）も補助対象

補助の主要件
・住宅確保要配慮者専用賃貸住宅としての管理期間が 10年以上であること。

・情報提供やあっせんなど居住支援協議会等との連携が図られていること。

補助をする者 国による直接補助 地方公共団体を通じた補助

補助率・

補助限度額

国１／３ 国１／３＋地方１／３

・国費限度額 50万円／戸(100 万円／戸※)

※共同居住用住宅に用途変更するための改修等を実施する場合

入居対象者

・子育て世帯、高齢者世帯、障がい者

世帯等

・低額所得者（月収 15.8 万円以下）

・被災者世帯等

・子育て世帯、高齢者世帯、障がい

者世帯等（月収 38.7 万円以下）

・低額所得者（月収 15.8 万円以下）

・被災者世帯等

家賃
・公営住宅に準じた家賃の額以下であ

ること。

・近傍同種の住宅家賃と均衡を失し

ない額であること。

●改修工事費の融資

・登録住宅のリフォーム資金融資として、（独） 住宅金融支援機構の融資を利用することができ

ます。

融資の上限 融資対象工事費用の８割

返済期間 20 年以内（１年単位）

融資金利 全期間固定金利

融資の対象となる

リフォーム工事

次のいずれかの工事

①「改修工事の費用補助」の対象となるリフォーム工事

②住宅金融支援機構が定める技術基準に適合する工事

【登録住宅に対する経済的支援 2019 年４月現在】

参考：新たな住宅セーフティネット制度とは・・・



岡崎市住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅供給促進計画

- 6 -

●家賃低廉化及び家賃債務保証料の補助

・住宅確保要配慮者専用賃貸住宅については、家賃の低廉化に係る費用及び初回の家賃債務保証

料の低廉化に係る費用に対して補助を受けることができます。

家賃低廉化に係る補助 家賃債務保証料の低廉化に係る補助

事業主体等 大家等 家賃債務保証会社等

補助率・

補助限度額

国１／２＋地方１／２

（国費限度額：２万円／戸・月）

国１／２＋地方１／２

（国費限度額：３万円／戸・年）

※家賃と保証料に係る支援は、合計して 24万円／戸・年を限度として併用

可能

低廉化対象世帯

月収 15.8 万円以下の世帯

※生活保護（住宅扶助）及び生活困窮者自立支援制度（住居確保給付金）

を受給している世帯を除く。

低廉化前の家賃
近傍同種家賃と均衡を失しないこ

と。
－

支援期間

・管理開始から原則 10年以内等

※ ただし、同一入居者への補助の

総額が国費で240万円を超えない場

合は、最長 20年間

－

その他の要件

・高齢者を対象とする場合、高齢者

居住安定確保計画等において、対象

とする高齢者の考え方及び対象者

数を明示すること。

－

・「改修工事の費用補助」のうち「自治体を通じた補助」及び「家賃低廉化の補助」、「家賃債務保証

料の補助」は、自治体により、実施の有無や補助の要件が異なります。

資料：国土交通省資料より作成

参考：新たな住宅セーフティネット制度とは・・・
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24,235 30,265 35,969 43,639 54,304 59,567 61,176 62,537 66,208 73,783
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（人）

14歳以下 15～64歳 65～74歳 75歳以上 不詳 高齢化率

人
口

高
齢
化
率

住宅確保要配慮者の世帯数及び居住の実態

住宅セーフティネットを推進するための第一歩として、住宅確保要配慮者の世帯数の把

握のほか、住まいの状況や住まい探しで困難なこと等の居住の実態を具体的に把握し整理

します。

１－１ 人口・世帯の状況

基礎的な情報として、公表されている統計調査の結果を基に、本市における、人口・世

帯の状況を整理します。

（１）将来の人口推計及びその構成

本市の人口は、2015 年時点では 381,051 人で、その後、2035 年の 394,509 人まで増加し、

その後、緩やかに人口減少に転じる見通しとなっています。

2015 年の高齢化率をみると、全国平均（26.6％）と比べて、21.6％と低めですが、推計

されている 2050 年まで上昇し、2045 年には 30％を超える見通しとなります。また 15 歳未

満の人口は年々減少していく傾向にあり、少子高齢化が進むことがうかがえます。

■本市の人口及び高齢化率の将来推計

第２章

住宅確保要配慮者の居住の実態及び

住宅の供給状況

１

資料：国勢調査、日本の地域別将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所）の結果を基に推計

※ 2015 年までは国勢調査に基づく実績値

※ 高齢化率：人口に占める 65 歳以上の割合

推計値
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員

世
帯
数

世帯数 世帯あたり人員

（２）世帯数、世帯人員の推計

本市の世帯数は、2015 年には 147,213 世帯で、35 年後の 2050 年には 198,363 世帯にな

る見通しで増加傾向にあります。

また、１世帯あたり人員は減少傾向にあり、2015 年には世帯あたり 2.59 人でしたが、2050

年には 1.95 人まで減少すると推計されています。これらのことから、核家族化及び単身世

帯の増加が進むことがうかがえます。

■本市の世帯数と世帯人員の推計結果

（３）世帯構成別の世帯数

本市の 2015 年の世帯数 147,213 世帯を世帯構成別にみると、その割合は、親と子の同居

世帯が 40.4％と最も高く、次いで、単身世帯が 29.2％、夫婦のみ世帯が 19.4％となってい

ます。

また、単身世帯の年齢別の割合は、39 歳以下が 36.0％と最も高く、次いで、40 歳から

64 歳が 34.5％、65 歳以上が 25.4％となっており、40 歳以上の世帯で、約６割を占めてい

ます。

夫婦のみ世帯の年齢別の割合は、世帯主年齢 65歳以上の世帯の割合が 54.6％と最も高く、

次いで、世帯主年齢 40歳から 64歳の世帯の割合が 30.3％となっています。世帯主年齢が

資料：国勢調査、日本の地域別将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所）の結果を基に推計し作成

※ 2015 年までは国勢調査に基づく実績値

推計値
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15.1%

30.3%54.6%

0.0%

39歳以下 40～64歳 65歳以上

36.0%

34.5%

25.4%

4.1%

39歳以下 40～64歳 65歳以上 不詳

40 歳以上の世帯で８割以上を占めています。

また、世帯主 65 歳以上の単身世帯・夫婦のみの世帯のうち、子が同居（同じ建物又は敷

地内に住んでいる場合も含む）または片道 15 分未満のところに住んでいる割合をみると、

中核市平均が 29.2％であるなか、本市は 38.5％と中核市の中で最も高いことが本市の特徴

といえます。

■本市の世帯構成別の世帯数と、単身世帯・夫婦のみ世帯の年齢別割合

■中核市の世帯主 65 歳以上の単身世帯・夫婦のみの世帯のうち、子が同居または片道 15

分未満のところに住んでいる割合

19.4% 40.4%

1.7%

5.1%

3.2%

1.0%

29.2%

0.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

岡崎市
(N=147,213)

夫婦のみ 親+子 夫婦+親 三世代 その他の親族世帯 非親族世帯 単身世帯 不詳

■夫婦のみ世帯の世帯主年齢別割合 ■単身世帯の世帯主年齢別割合

28,497 世帯 42,998 世帯

15,559 世帯

10,939 世帯

14,823 世帯

8,634 世帯

資料：国勢調査（2015 年）より作成

59,422 世帯

資料：住宅・土地統計調査（2013 年）より作成

中核市平均

29.2%

豊橋市

35.1%

豊田市

35.8%

岡崎市

38.5%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%
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１－２ 住宅確保要配慮者の状況

住宅確保要配慮者は、低額所得者、高齢者、子育て世帯、障がい者、外国人など様々な

方が法令等で定められており、これらの方の住まいの状況や住まい探しの優先事項等は住

宅確保要配慮者の属性によって異なります。

ここでは、主な住宅確保要配慮者の属性ごとに居住の実態等について整理します。

（１）高齢者の状況

①現状と将来推計

本市の 65歳から 74歳の人口は、団塊世代が 75歳を超えていくことが影響し、2020 年か

ら減少していきます。しかし、団塊ジュニア世代が高齢者になる影響から、2035 年以降再

び緩やかに増加する見通しにあり、75 歳以上の人口については、急速に増加するものの、

2030 年以降、その伸びは急速に鈍化する見通しにあります。高齢化は進行し続けるものの、

高齢者数で見れば、2025 年以降、増加のペースが非常に緩やかになっていきます。

また、世帯類型別世帯数の推計から、今後単身世帯と夫婦のみ世帯が大きく増加する見

通しであり、その中でも 65 歳以上の単身世帯・夫婦のみの世帯の増加傾向が顕著にみられ

ます。

■本市の年齢４階級別による人口見通し

資料：岡崎市資料（企画課推計から作成）

※2015 年までは国勢調査に基づく実績値

57,307 57,169 56,430 56,043 54,288
52,462 51,074

50,459 49,695 48,87631,595
36,685

45,938 47,567

42,283 42,185 46,093

52,472 53,337
48,462

24,235
30,265

35,969
43,639

54,304

59,567 61,176 62,537
66,208

73,783

0

30,000

60,000

90,000

2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年

14歳以下 15～64歳 65～74歳 75歳以上

250,397
246,809

240,554 240,668 241,238 240,197
236,166

227,025
220,852

216,622

210,000

240,000

270,000
（人）
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■本市の世帯類型別世帯数の推計

②民間賃貸住宅における居住の状況

高齢者世帯の住まいの状況を世帯構成別にみると、高齢夫婦世帯※の 92.6％の方が持ち

家に居住し、民間賃貸住宅に居住する高齢夫婦世帯は 4.2％となっています。

また、高齢単身世帯は、67.9％の方が持ち家に居住し、民間賃貸住宅の割合が 22.9％と

なっており、高齢夫婦世帯と比較して高齢単身世帯は、民間賃貸住宅に居住する割合が高

くなっています。

■本市の高齢単身・高齢夫婦世帯の住まいの状況

資料：国勢調査（2015 年）より作成

以下、用語の定義については、当該グラフのみ適用される。

※ 高齢夫婦世帯：夫 65 歳以上、妻 60 歳以上の夫婦１組のみの一般世帯

67.9%

92.6%

8.3%

2.8%

22.9%

4.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高齢単身世帯

(N=10,820）

高齢夫婦世帯

(N=15,056）

持ち家 公営・都市再生機構・公社の借家 民間賃貸住宅 給与住宅

(社宅・官舎など)

間借り

資料：岡崎市資料（企画課推計から作成）

20,115

45,320

44,306
47,732

7,514

19,899
26,264

81,584

18,457

3,82812,053

64,593

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年

（世帯）

夫婦のみの世帯 夫婦と子から成る世帯
ひとり親と子から成る世帯 単身世帯
その他 世帯主65歳以上単身世帯・夫婦のみの世帯
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＜聞き取り調査の内容＞ 高齢者支援団体からの意見など。

〇民間賃貸住宅を選択する世帯の特徴

・ 持ち家の世帯と比較すると低額所得であることが多い。

・ 生活に困窮しても頼る方がいないため、相談にみえる。

・ 経験上では、自立した生活を送れる方が転居されることが多い。

・ 入居物件が限られるため同じ物件に集まっていることがあった。

〇物件の特徴

・ １Ｋから１LＤＫが多く、２ＬＤＫから３ＬＤＫは少ない傾向がある。

〇転居理由

・ 高齢による身体の状態や配偶者の死去、退職し家賃が支払えない等の身辺事情の変化により、転居をせざ

るを得ないことがあった。

・ 自宅の階段がきつくなったため、低層階の賃貸住宅へ転居されることがある。

〇住まいの探し方・優先事項

・ 本人が住宅を探すのが基本になる。

・ 支援団体から不動産会社に依頼し、事前に高齢であることや家賃などの条件を伝えれば、物件を紹

介してもらえることがある。また、支援団体が必要に応じて不動産会社に付き添うことがある。

・ 支援団体によっては提携不動産会社がある。

・ 経験上、最優先は家賃、次いで立地（買い物先への距離、かかりつけの病院、バス停への利便性等）や間

取りを優先されることが多い。

・ 緊急通報装置が設置されているとよい。入居者自身で設置することもあった。

・ バリアフリー化よりも、福祉用具の設置可否が重要とのこと。
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（２）子育て世帯の状況

①現状

本市の 2015 年の子育て世帯※1数は 32,835 世帯で、その内、母子・父子世帯※2数は 2,027

世帯となっています。

核家族化が進むため、2005 年と比較すると、子育て世帯及び母子・父子世帯のいずれも、

2015 年までの 10 年間で 1.07 倍に増加しています。

愛知県における子育て世帯の平均の増加率は 1.06 倍であり、本市は愛知県の子育て世帯

の平均の増加率を上回っています。

■本市の子育て世帯、母子・父子世帯の世帯数の推移

■子育て世帯の増加率の推移 ■母子・父子世帯の増加率の推移

資料：国勢調査（2005 年・2010 年・2015 年）より作成

以下、用語の定義については、当該表及びグラフのみ適用される。

※1 子育て世帯：核家族世帯のうち、18 歳未満の世帯員のいる親と子から成る世帯

※2 母子・父子世帯：未婚・死別・離別の男親又は女親と、18 歳未満の世帯員のみから成る世帯

2005 年 2010 年 2015 年

世帯数 世帯数 世帯数 2005 年比

子育て世帯 30,788 31,909 32,835 1.07 倍

母子・父子世帯 1,892 2,007 2,027 1.07 倍

1.06 1.07

1.00 1.00 1.01

0.95

1.00

1.05

1.10

1.15

1.20

2005年 2010年 2015年

（倍）

岡崎市 豊橋市 豊田市 愛知県

1.04

1.07

1.00

1.04
1.06

1.00

1.05

1.10

2005年 2010年 2015年

（倍）

岡崎市 豊橋市 豊田市 愛知県
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②民間賃貸住宅における居住の状況

子育て世帯※１の住まいの状況は、持ち家に居住する世帯が 81.6％と最も高く、全世帯と

比較しても、持ち家の割合は高くなっています。

世帯構成別では、母子・父子世帯※２は、子育て世帯全体と比較すると、持ち家に居住す

る世帯の割合が低く、民間賃貸住宅に居住する世帯の割合が高くなっています。

■本市の子育て世帯の住まいの状況

資料：国勢調査（2015 年）より作成

以下、用語の定義については、当該グラフのみ適用される。

※1 子育て世帯：核家族世帯のうち、「夫婦と子どもから成る世帯」

※2 母子・父子世帯：核家族世帯のうち、「男親と子どもから成る世帯」「女親と子どもから成る世帯」の合計

※3 会社、団体、官公庁などが所有又は管理して、その職員を職務の都合上又は給与の一部として居住させてい

る住宅

＜聞き取り調査の内容＞ 子育て世帯支援団体からの意見など。

〇転居理由

・ 離婚や DV 等により転居を余儀なくされた。

・ 勤めている派遣会社が賃貸人となっている住宅に居住していたが、退職を機に転居を余儀なくされ

た。

〇住まいの探し方・優先事項

・ 家賃を最優先に検討されることが多い。

・ 特別支援学校に通う方がいる世帯は、通学にはバスや親の送り迎えがあるため、「交通の利便性」

を優先して住宅を選択されることがある。

〇賃貸住宅入居の課題

・ 騒音等による近隣トラブルから、住みづらくなることがある。

・ 地域コミュニティに参加しやすくなる支援があるとよい。

81.6%

66.5%

66.6%

1.7%

8.3%

2.7%

14.4%

24.1%

28.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

子育て世帯(N=48,045)

母子・父子世帯(N=11,102)

全世帯(N=142,551)

持ち家 公営・都市再生機構・公社の借家 民間賃貸住宅 給与住宅 間借り
※3

9.7pt 差15.1pt 差
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（３）障がい者の状況

①現状と将来推計

本市の障がい者（障がい者手帳所持者）数は、2017 年で 17,236 人となっており、その内、

66.2％が身体障がい者で、その 66.9％が 65 歳以上高齢者となっています。また、知的障が

い者の人数は、94.9％が 65 歳未満であり、精神障がい者数は、80.7％が 65 歳未満となっ

ています。

2017 年から 2023 年の７年間の推計では、身体障がい者数はほぼ横ばいの傾向ですが、知

的障がい者・精神障がい者の人数は増加していくと推計されています。

■本市の障がいの種類別障がい者数（2017 年）

■本市の障がい者数の将来推計

資料：第４次岡崎市障がい者基本計画 (中間見直し)・第５期岡崎市障がい福祉計画・第１期岡崎市障がい児福祉

計画より作成（2018年３月）

11,415 11,211

2,655
3,199

3,166

4,624

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

（人）

身体障がい者 知的障がい者 精神障がい者

※ 2015年から2017年の手帳所持者数の増減率等より作成（各年４月１日時点）

推計値

障がい者 計 17,236 人

65 歳以上
（66.9％）

18～65 歳未満
（30.2％）

18～65 歳

未満
（64.5％）

18～65 歳

未満
（79.2％）

65 歳以上
（19.3％）

18 歳

未満
（30.4％）18 歳未満（2.9％）

18 歳未満
（1.5％）

65 歳以上（5.1％）

精神

障がい者
3,166 人

（18.4％）

知的

障がい者
2,655 人

（15.4％）

身体

障がい者
11,415 人

（66.2％）
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②民間賃貸住宅における居住の状況

全国の障がい者 787.9 万人のうち、在宅の障がい者は 736.4 万人であり、障がい者全体

の 93.5％となっています。

全国の在宅の障がい者（障がい者手帳所持者）の住まいの状況をみると、民間賃貸住宅

に居住する障がい者の割合は、身体障がい者が 8.4％、知的障がい者が 11.4％、精神障が

い者が 18.0％となっています。

■全国の障がい者の住まいの状況

資料：2016 年生活のしづらさなどに関する調査（全国在宅障がい児・者等実態調査）結果/厚生労働省

＜聞き取り調査の内容＞ 障がい者支援団体からの意見など。

〇民間賃貸住宅を選択する世帯の特徴

・ 退院後、施設退所後や生活訓練・就労移行支援事業所に通う方が賃貸住宅に入居することがある。

〇物件の特徴

・ 精神・知的障がい者は、低家賃の共同住宅に入居することがある。

・ 身体障がい者は、２ＤＫ以上の広めの住宅を選ばれることがある。

・ 自己負担で車いす用のスロープを設置することがある。

・ 入居物件が限られるため同じ物件に集まっていることがあった。

〇転居理由

・ 本人が自立した生活を送るために転居することがある。

・ 就職などに伴い、転居する場合がある。

・ グループホームでの共同生活から一人暮らしを希望し転居することがある。

〇住まいの探し方・優先事項

・ 本人が住宅を探すことが基本。支援者が不動産賃貸業者へ付き添うこともある。

・ 関連団体・不動産賃貸業者から、物件に関する情報提供ができる場合もある。

・ 支援施設等が近いことが最優先、次いで立地条件（公共交通機関、事業所送迎所など交通機関の

利便性に優れている）やバリアフリー化された物件、その他にヘルパー向け駐車場が設けられている

ことなどを優先されている。

54.5%

14.1%

22.0%

26.1%

48.4%

35.9%

8.4%

11.4%

18.0%

6.4%

8.0%

13.9%

1.7%

14.9%

5.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

身体障がい者
(N=3,404)

知的障がい者
(N=764)

精神障がい者
(N=668)

自分の持ち家 家族の持ち家 民間賃貸住宅

社宅・職員寮・寄宿舎等 公営住宅 貸間

グループホーム等 その他 不詳
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（４）外国人の状況

①現状

本市の 2018 年４月時点での外国人は 10,881 人で、外国人世帯数は 5,847 世帯となり、

2008 年から比較すると、外国人世帯は一時減少傾向にありましたが、2015 年頃から増加傾

向に転じています。

また、出入国管理及び難民認定法（昭和 26 年政令第 319 号）が改正されたことにより、

増加傾向が強くなる状況が見込まれます。

■本市の外国人の人口・世帯数の推移

資料：住民基本台帳（各年４月１日時点）より作成

7,934
7,395

6,930 6,701 6,399

4,363 4,195 4,175
4,875 5,165

5,847

12,229
11,463

10,634
10,214 9,898

8,770 8,457 8,451

9,370
9,860

10,881

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000
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（人 ・ 世帯数）

外国人世帯数 外国人人口



岡崎市住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅供給促進計画

- 18 -

②民間賃貸住宅における居住の状況

外国人世帯の住まいの状況をみると、民間賃貸住宅に居住する割合が最も高く 34.8％で、

次いで持ち家（一戸建て）が高く 29.0％となっています。

■本市の外国人世帯の住まいの状況

資料：愛知県外国人県民アンケート調査報告書【岡崎市】（2017 年２月／愛知県）

＜聞き取り調査の内容＞ 外国人支援団体からの意見など。

〇民間賃貸住宅を選択する世帯の特徴

・ 滞在期間が半年以上など一定の期間以上の方が賃貸住宅を選択されている。

〇物件の特徴

・ 経験上、独身は、ワンルーム又は３LDK 程度の部屋を共同で居住し、ファミリー世帯は、３LDK 程度

の住宅を借りることがある。

〇転居理由

・ 勤務先に社宅が無い等の理由から、民間賃貸住宅に転居することがある。

・ アルバイトなどの雇用形態の方は、転職に併せて転居をすることがある。

〇住まいの探し方・優先事項

・ 本人が住宅を探すことが基本。

・ 家賃が安価であることから、公的賃貸住宅を希望する人も少なくない。

・ 家賃を最優先とし、次いで立地（学校・駅・職場、送迎バスの乗り場に近い場所）を優先されている。外国

人同士のコミュニティより経済状況と家賃の均衡や利便性が重視されている。

12.3%

1.9%

34.8% 12.3% 29.0%

6.5%

2.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

岡崎市

（N=155）

公営住宅（県営住宅、市営住宅など） UR・公社などの賃貸住宅

民間賃貸住宅 学生寮、社宅・社員寮

持ち家（一戸建て） 持ち家（マンション）

その他 不明



第２章 住宅確保要配慮者の居住の実態及び住宅の供給状況

- 19 -

（５）低額所得者の状況

法律で位置づけられる低額所得者は、法第２条より「月収 15.8 万円以下」を指しますが、

ここでは、本市における生活保護受給世帯の状況を整理します。

①現状

本市の生活保護受給世帯数は、2012 年から 2018 年の７年間の推移では、ほぼ横ばいの傾

向ですが、世帯構成別にみると、高齢者世帯が 725 世帯で最も多く、また、障がい者世帯

は 278 世帯であり、ともに 2012 年から 2018 年までの７年間で増加傾向にあります。

■本市の生活保護受給世帯数の推移

資料：岡崎市資料（福祉行政報告例第４表世帯の労働力類型別被保護世帯）

（2012 年から 2018 年４月１日時点）より作成

549 592 623 671 688 701 725

102 91 81 67 70 78 64197 228 268 274 275 280 278
313 285 258 194 162 163 147

401 359 346 351 315 299 327

1,562 1,555 1,576 1,557 1,510 1,521 1,541

0

500

1,000

1,500

2,000

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

（世帯）

高齢者世帯 母子世帯 障がい者世帯 傷病者世帯 その他の世帯
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②民間賃貸住宅における居住の状況

低額所得者の住まいの状況をみると、生活保護受給世帯の 89.3％が民間賃貸住宅に居住

し、近隣市及び中核市全体と比べると、本市における民間賃貸住宅に居住する生活保護受

給世帯の割合は、比較的高い傾向となっています。

■生活保護受給世帯の住まいの所有関係（近隣市及び中核市全体との比較）

資料：生活保護受給世帯の居住実態に関する調査の集計結果
（2014 年 12 月 26 日 第 21 回社会保障審議会資料）

＜聞き取り調査の内容＞ 低額所得世帯支援団体からの意見など。

〇民間賃貸住宅を選択する世帯の特徴

・ 生活保護受給者で、単身で親族と交流のない方が賃貸住宅を選択されることがある。

〇物件の特徴

・ 生活保護受給世帯では、家賃額が住宅扶助基準額を超えている場合がある。

〇転居理由

・ 生活困窮世帯は、離職により会社の寮を退寮した方や家賃滞納したから転居を余儀なくされること

がある。

〇住まいの探し方・優先事項

・ 生活保護受給世帯では、ケースワーカーと相談の上、基本的に自力で契約手続きを行い、生活保

護受給世帯以外の生活困窮世帯においても、必要に応じて、不動産賃貸業者等へ同行支援するこ

とがある。

・ 家賃（住宅扶助内）を最優先とされることが多い。

5.4%

17.6%

20.2%

15.8%

1.7%

1.2%

89.3%

76.5%

78.2%

70.8%

2.9%

5.1%

2.9%

1.8%

6.1%

1.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

岡崎市(N=56)

豊橋市(N=68)

豊田市(N=119)

中核市全体
(N=16195)

公営借家 UR・公社の賃貸 民間賃貸住宅 給与住宅

借間 無料・低額宿泊所 簡易宿所等 その他の宿泊所

施設 その他



第２章 住宅確保要配慮者の居住の実態及び住宅の供給状況

- 21 -

③生活保護受給者における住宅扶助の代理納付制度の活用状況

住宅扶助支給世帯である 1,261 世帯のうち、生活保護受給者に代わり民間賃貸住宅の家

賃等を大家に直接支払う代理納付制度を活用している世帯は 46.5％となっています。

■本市の生活保護受給者における住宅扶助の代理納付制度の活用実態

資料：岡崎市資料（2016 年７月時点）

全国的に実施された生活保護受給者における住宅扶助の代理納付制度の活用実態調査の

結果によると、生活保護受給者と契約している大家や賃貸管理会社等のうち、代理納付制

度の活用経験があるのは 49.4％、大家や賃貸管理会社等のうち、受給者による代理納付の

申込み経験があるのは 42.5％となっています。

また、大家や賃貸管理会社等の 12.6％が、住宅扶助の代理納付制度を知らないと回答し

ています。

■全国の代理納付制度の活用状況 ■全国の代理納付の申込み経験の有無

資料：生活保護受給者における住宅扶助の代理納付制度の活用実態について調査報告書（2014 年１月）

/公益社団法人 全国賃貸住宅経営者協会連合会より作成

※ 調査対象：協会に所属する大家や賃貸管理会社等 計 1,333 社、回収総数：954 社（回収率 71.6％）

申込み

経験あり

42.5%申込み

経験なし

44.2%

制度を知らない
12.6%

無効回答
0.7%

活用あり
49.4%

活用なし
50.6%

活用あり
586

46.5%

活用なし
675

53.5%

1,261 世帯
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（６）住宅確保要配慮者数の推計

国土交通省の「ストック推計プログラム」※1 を用いて、本市における主な住宅確保要配

慮者数を推計した結果、全体で約 26,100 世帯と算出されました。

■本市の主な住宅確保要配慮者数の推計結果

※1 「公営住宅等長寿命化計画策定指針（2016 年 8 月）」に基づき、著しい困窮月収未満の世帯数を

算定するもの。外国人世帯、障がい者世帯は推計対象外のため、既往のデータを用いて算出。

※2 収入を低い順から並べて区切った際に相当する分位のこと。収入分位 25％であれば、全ての世

帯のうち収入を低い方から並べて１/４番目に該当する世帯のことを指す。

※3 公営住宅法の規定に基づき、年間粗収入から、給与所得控除、配偶者控除、扶養親族控除等を

行ったうえで月収換算することにより算定したものをいう。

※4 自力では国が定める最低居住面積水準（単身：25 ㎡、２人：30 ㎡ 等）の住宅を確保すること

が著しく困難な月収にある方。

収入分位：25％

（政令月収：15.8 万円）

著しい困窮月収※4

収入分位：10％

（概ね政令月収：10.4 万円）

収入分位：70％

（政令月収※3：38.7 万円）

収入分位※2

収入分位：40％

（政令月収：21.4 万円）
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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給状況の把握

２－１ 住宅の状況

2017 年４月の法改正により創設された「新たな住宅セーフティネット制度」を推進して

いくにあたり、住宅確保要配慮者の入居が可能な民間賃貸住宅の供給を促進するため、住

宅確保要配慮者の入居の受け入れに対する大家や不動産賃貸業者の不安を払拭し、安心し

て賃貸住宅を貸すことができる環境を整える必要があります。

ここでは、公表されている統計調査の結果等を用いて、本市における住宅数や民間賃貸

住宅、公的賃貸住宅の状況等の整理及び大家・管理会社へのアンケート・聞き取り調査等

の結果を基に、本市における賃貸経営・賃貸住宅管理の状況や、大家・管理会社が住宅確

保要配慮者の入居の受け入れに際して課題と感じていること、大家・管理会社が必要と考

える住宅確保要配慮者への支援策等の整理をします。

２
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（１）本市における住宅の状況

①住宅の種別

本市における 2013 年の住宅数は 156,390 戸あり、そのうち、居住世帯のある持ち家が最

も多く 86,220 戸（55.1％）、次いで居住世帯のある民間賃貸住宅が 36,100 戸（23.1％）と

なっています。

また空き家数は、19,110 戸で住宅総数の 12.2％を占め、そのうち賃貸用の空き家が最も

多く 12,160 戸（7.8％）であり、民間賃貸住宅の総数は、48,260 戸（30.9％）となってい

ます。

■本市の住宅の種別ごとの住宅数

※1：( )内の％は「住宅総数」に対する比率
※2：専用住宅の総数には住宅の所有の関係「不詳」を含む。
※3：「一時現在者のみの住宅」とは、昼間だけ使用している、何人かが交代で寝泊まりしているなど、そこ

に普段居住しているものが一人もいない住宅
※4：「二次的住宅」とは、別荘及び寝泊まりのみの使用など、一時的に使用されている住宅
資料：住宅・土地統計調査（2013 年）より作成（本市における空き家等の現地調査結果とは異なります）

（55.1%）

（2.2%）

135,870戸

（86.9%） （0.5%）

（23.1%）

住宅総数

156,390戸 （2.1%） （1.8%）

（100.0%）

（0.3%）

（12.2%）

（7.8%）

20,520戸

（13.1%） （0.5%） （0.3%）

（0.4%） （3.9%）

居住世帯の
ある住宅

専用住宅※2

132,580戸 （84.8%）

店舗その他の併用住宅

820戸

民間賃貸住宅

36,100戸

給与住宅

持ち家

86,220戸

公営住宅

3,450戸

都市再生機構・公社の借家

一時現在者のみの住宅
※3 売却用の住宅

860戸 420戸

建築中の住宅 その他の住宅

3,290戸

二次的住宅※4

空き家
510戸

550戸 6,030戸

居住世帯の
ない住宅

19,110戸 賃貸用の住宅

12,160戸

2,810戸
※1
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13,180 12,450 11,380 19,110

109,370 118,570 132,940 137,280

122,550
131,020

144,320
156,390

10.8%

9.5%

7.9%

12.2%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

0

50,000

100,000

150,000

200,000

1998年 2003年 2008年 2013年

（戸）

空き家 居住世帯のある住宅＋その他 空き家率

空
き
家
率

住
宅
戸
数

②住宅・空き家数の推移

住宅戸数は増加し続けており、1998 年の 122,550 戸から比較すると 2013 年には 156,390

戸となり 33,840 戸増加しています。

また、空き家数は、1998 年には 13,180 戸であったものが 2008 年には約 11,380 戸と減少

していますが、2013 年には 19,110 戸となり増加傾向に転じています。

空き家率でみると、2008 年には 7.9％まで低下し、2008 年から 2013 年にかけて上昇傾向

に転じ、2013 年では 12.2％となり、５年間で 4.3 ポイント上昇しています。

特に、賃貸用空き家では、2008 年は 6,190 戸ですが、2013 年には 12,160 戸となり、５

年間で空き家率は 11.6 ポイントと大幅に上昇しています。

■住宅・土地統計調査による本市の住宅戸数・空き家及び空き家率の推移

■住宅・土地統計調査による本市の空き家数・空き家率の推移と増減

2008 年 2013 年 増減

空き家数 11,380 戸 19,110 戸 +7,730 戸

空き家率 7.9％ 12.2％ +4.3ｐｔ

賃貸用空き家数 6,190 戸 12,160 戸 +5,970 戸

賃貸用空き家率※ 13.4％ 25.0％ +11.6pt

※賃貸用空き家率＝賃貸用空き家数/（賃貸用空き家数＋民間賃貸住宅世帯数）にて算出
資料：住宅・土地統計調査（2008 年・2013 年）より作成（本市における空き家等の現地調査結果とは異なります）
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■住宅・土地統計調査による本市の賃貸用空き家の構造別の状況

＜聞き取り調査の内容＞ 大家・管理会社からの意見など。

〇近年の空き家の発生状況

・ 本市は大手企業の製造工場等が多いことから、空き家の増減も景気に大きく左右される。現在は景

気が良いため、出回る物件数は少ない状態である。

③賃貸経営・賃貸住宅管理の状況（直近５年の状況）

大家等へのアンケート結果では、賃貸経営・賃貸住宅管理の状況は、「以前から問題なく

経営できている」と回答した大家・管理会社が 56.7％と最も多くなっており、「以前は悪か

ったが、ここ数年は、経営状況が改善している」の回答を合わせると７割以上の大家・管

理会社が、最近は経営状況が安定していると回答しています。

■本市の賃貸経営・賃貸住宅管理の状況（直近５年の状況）（アンケート結果）

※ 当該グラフでは、大家向けアンケートと管理会社向けアンケートの結果を合算して集計している。

＜聞き取り調査の内容＞ 大家・管理会社からの意見など。

〇賃貸経営の状況

・ リーマンショック後は、企業向けの寮として貸していた物件が、多くの労働者の派遣切りに伴い、

入居率が５割を切る物件が多く発生し経営が危ない状況の時もあったが、現在は入居率が高くな

り、経営は安定している。

56.7% 16.3% 16.3%

3.3%

4.3%

3.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

以前から問題なく、経営できている

（管理会社向け：以前から入居率は安定している）

以前は悪かったが、ここ数年は、経営状況が改善している

（管理会社向け：以前は悪かったが、ここ数年は入居率が安定している）

以前は良かったが、ここ数年は、経営状況が悪化している

（管理会社向け：以前は良かったが、ここ数年は入居率が悪化している）

以前から経営状況が悪く、その状態が続いている

（管理会社向け：以前から入居率が低く、その状態が続いている）

その他

不明

N=393

戸数 割合

一戸建て 230 戸 1.9％

長屋・共同住宅・その他（木造） 2,110 戸 17.4％

長屋・共同住宅・その他（非木造） 9,810 戸 80.7％

合計 12,150 戸 100.0％

資料：住宅・土地統計調査（2013 年）より作成
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（２）民間賃貸住宅の状況

①建築時期

本市の民間賃貸住宅の建築時期は、約７割が 1991 年以降に建築されており、近隣市等と

比べてみると、築年数の浅い民間賃貸住宅が多くなっています。

■本市及び近隣市等における民間賃貸住宅の建築時期

②家賃・延床面積

本市の民間賃貸住宅の家賃の状況をみると、家賃６万円未満が６割以上を占めており、

そのうち家賃４万円未満は１割程度となっています。

また、民間賃貸住宅の延床面積は、30 ㎡から 49㎡の住宅が最も多く３割強を占めており、

次いで 50㎡から 69 ㎡の住宅が多い傾向となっています。

■本市の延床面積別・家賃別の民間賃貸住宅の状況

4.0%

5.8%

2.2%

5.5%

9.1%

7.9%

5.2%

9.7%

17.5%

20.8%

23.4%

20.1%

24.9%

27.4%

25.4%

26.0%

39.9%

31.3%

36.9%

33.0%

4.7%

6.8%

7.0%

5.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

岡崎市

(N=32,740)

豊橋市
(N=38,780)

豊田市
(N=34,460)

愛知県
(N=801,200)

1970年以前 1971～1980年 1981～1990年 1991～2000年

2001～2010年 2011～2013年９月

約７割

資料：住宅・土地統計調査（2013 年）より作成

資料：住宅・土地統計調査（2013 年）より作成

総数
1万円
未満

1～2万円
未満

2～4万円
未満

4～6万円
未満

6～8万円
未満

8万円
以上

8,790
（25.0%）

12,730
（36.2%）

10,490
（29.9%）

2,160
（6.1%）

960
（2.7%）

35,130 630 140 3,630 17,800 10,670 2,260
（100.0%） （1.8%） （0.4%） （10.3%） （50.7%） （30.4%） （6.4%）
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③あんしん賃貸住宅の状況

愛知県では、県内の民間賃貸住宅において、家賃等を適正に支払い、自立した日常生活

を営むことができる「高齢者、障がい者、外国人、ひとり親、小さい子どもがいる、被災

者、失業者、DV 被害者等の世帯」の入居を拒まない住宅等の登録制度（愛知県あんしん賃

貸支援事業）があり、愛知県のホームページ※で情報を提供しています。

本市においては、４件の民間賃貸住宅が「愛知県あんしん賃貸住宅」に登録されていま

す。

■本市の愛知県あんしん賃貸住宅の状況（2018 年 12 月 20 日時点）

建築年 対象戸数 家 賃 延床面積

1960 年 20 戸
生活保護法による宿所提供施設であるた

め、家賃及び共益費は掛かりません

11.2 ㎡から

18.2 ㎡

1986 年 21 戸 62,000 円から 63,000 円 50.22 ㎡

1994 年 18 戸 84,000 円から 99,000 円
60.06 ㎡から

65.52 ㎡

2001 年 ６戸 80,000 円から 84,000 円 58.32 ㎡

資料：愛知県あんしん賃貸支援事業関連資料より作成

※https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jutakukeikaku/0000047102.html

（３）公的賃貸住宅の状況

本市ではこれまで、住宅セーフティネットの中核として、市営住宅等の公的賃貸住宅の

供給を行ってきました。本市における公的賃貸住宅には、市営住宅、県営住宅、特定公共

賃貸住宅※等があります。

また、本市においては県営住宅が 1,700 戸、市営住宅が 2,851 戸、特定公共賃貸住宅が

12 戸あり、全体で 4,563 戸の公的賃貸住宅があります。

※ 国の補助を受けて整備された中堅所得者向け賃貸住宅等を「地域優良賃貸住宅等」と言い、そのうち、本

市が管理する賃貸住宅を「特定公共賃貸住宅」と言います。

■本市の公的賃貸住宅の状況

資料：2018 年４月１日時点

県営住宅 1,700 戸

市営住宅 2,851 戸

特定公共賃貸住宅（市） 12 戸

合計 4,563 戸
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２－２ 住宅確保要配慮者の受け入れについて

大家・管理会社を対象に実施した、アンケート調査や聞き取り調査等から、住宅確保要

配慮者の入居の受け入れ状況や住宅確保要配慮者の入居の受け入れに必要な支援等を整理

します。

（１）住宅確保要配慮者の受け入れの状況

①賃貸経営・賃貸住宅管理を行う上で、入居者に関して感じている課題

アンケート結果によると、大家・管理会社が賃貸住宅管理を行う上で、入居者に関した

課題で、「特に困っていることはない」と回答した大家・管理会社が 68.4％と最も多く、全

体の３分の２以上を占めています。

また、課題があると回答した大家・管理会社からは、「入居者トラブルが多い、または増

えている」が 8.9％、「家賃滞納が増えている」が 6.4％などの回答となっています。

■賃貸経営・賃貸住宅管理行う上で、入居者に関して感じている課題（アンケート結果より）

※ 本表では、大家向けアンケートと管理会社向けアンケートの結果（複数回答可）を合算して集計。

N＝ 393

件数 割合
自力で契約等の手続きが困難な入居者が増えて
いる（高齢者・外国人・障がい者等）

21 5%

入居後の見守りや緊急対応が必要な人が増えて
いる

13 3%

上記の世帯を入居させたいが対応方法が分から
ない

8 2%

家賃滞納が増えている 25 6%

入居者トラブルが多い、または増えている 35 9%

その他 28 7%

特に困っていることはない 269 68%
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②現在の住宅確保要配慮者の受け入れ状況

大家・管理会社からの主な住宅確保要配慮者の方の受け入れ状況のアンケート結果から

「受け入れたことがない」と回答された属性別の割合は、「子育て世帯」は約 25％、「母子・

父子世帯」は約 39％、「高齢単身・高齢夫婦のみ世帯」は約 54％、「外国人世帯」は約 57％、

「低額所得者」は約 62％、「身体障がい者世帯」は約 85％、「知的・精神障がい者世帯」は

約 90％となっています。

■現在の住宅確保要配慮者の受け入れ状況（アンケート結果より）

件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合

受け入れたことがない 123 61.5% 110 53.9% 163 85.3% 169 89.4% 52 25.2% 81 38.6% 116 56.6%

条件付きで受け入れて
いる（受け入れたことが
ある）

29 14.5% 35 17.2% 8 4.2% 7 3.7% 11 5.3% 16 7.6% 23 11.2%

受け入れている
（受け入れたことがある）

48 24.0% 59 28.9% 20 10.5% 13 6.9% 143 69.4% 113 53.8% 66 32.2%

合計
（不明、未回答を除く）

200 100% 204 100% 191 100% 189 100% 206 100% 210 100% 205 100%

知的・精神障
がい者世帯

子育て世帯
母子・父子

世帯
外国人世帯低額所得者

高齢単身・
高齢夫婦
のみ世帯

身体障がい
者世帯

※ 不明、未回答を除く。

※ 本表では、大家向けアンケートと管理会社向けアンケートの結果を合算して集計した。

※ 本アンケート調査においては、住宅確保要配慮者の定義は以下の通りとした。

低額所得者：月収 15.8 万円以下の者

高齢者：60 歳以上の者

身体障がい者世帯：身体障がい者を含む世帯

知的・精神障がい者世帯：知的障がい者、精神障がい者を含む世帯

子育て世帯：高校生相当以下を養育している者

外国人世帯：外国人のみで構成される世帯

＜聞き取り調査の内容＞ 大家・管理会社からの意見など。

〇現在の住宅確保要配慮者の受け入れ状況
・ 特別に入居制限はしていない。

・ 自社物件であれば、日常生活でトラブルが懸念される一部の属性を除き受け入れをしている。自社

物件以外は大家の意向で受け入れを決めている。

・ 外国人は、コミュニケーションが難しいこともあるが、就業先の会社や派遣会社が間に入っているこ

とから、トラブルは少ない。

#### ：50％以上 #### ：30％以上 #### ：25％以上
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③住宅確保要配慮者の入居を受け入れられない理由

住宅確保要配慮者の入居を「受け入れたことがない・条件付きで受け入れている」と回答

した大家・管理会社からの入居の受け入れが困難な理由のアンケート結果は、「家賃債務保

証※が受けられない」、「保証人がいない」場合に、住宅確保要配慮者の属性に関わらず、入

居を受け入れられない高い理由となりました。また、自立した生活が困難であることが次

いで高い理由となります。

住宅確保要配慮者の属性別にみると、入居を受け入れられない理由は、低額所得者の場

合、「家賃債務保証が受けられない」（58.0％）、高齢単身・高齢夫婦のみ世帯の場合、「病

気・事故・死亡時の緊急連絡先がない」（58.5％）、知的・精神障がい者世帯の場合、「周辺

住民への配慮」（53.4％）、外国人世帯の場合、「周辺住民への配慮」（59.1％）等が、半数

以上の回答となりました。

※家賃債務保証とは、借主が賃貸住宅に入居する際、保証人に代わる第三者（民間保証会社等）が家賃の支

払いを保証すること。

■住宅確保要配慮者の入居を受け入れられない理由（アンケート結果より）

※ 本表では、大家向けアンケートと管理会社向けアンケートの結果を合算して集計した。

#### ：50％以上 #### ：30％以上 #### ：25％以上

N＝ 193

件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合

保証人がいない 83 43.0% 60 31.1% 38 19.7% 40 20.7% 24 12.4% 34 17.6% 77 39.9%

家賃債務保証が受けられな
い

112 58.0% 60 31.1% 49 25.4% 50 25.9% 34 17.6% 42 21.8% 68 35.2%

自立した生活が困難 46 23.8% 44 22.8% 95 49.2% 79 40.9% 15 7.8% 25 13.0% 29 15.0%

周辺住民への配慮 34 17.6% 30 15.5% 43 22.3% 103 53.4% 23 11.9% 16 8.3% 114 59.1%

日常的なコミュニケーション
が困難

17 8.8% 19 9.8% 30 15.5% 77 39.9% 8 4.1% 12 6.2% 95 49.2%

病気・事故・死亡時の緊急
連絡先がない

50 25.9% 113 58.5% 44 22.8% 45 23.3% 19 9.8% 22 11.4% 69 35.8%

その他 26 13.5% 22 11.4% 30 15.5% 24 12.4% 17 8.8% 19 9.8% 22 11.4%

知的・精神障
がい者世帯

子育て世帯
母子・父子

世帯
低額所得者

高齢単身・
高齢夫婦
のみ世帯

身体障がい
者世帯

外国人世帯
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＜聞き取り調査の内容＞ 支援団体等からの意見など。

〇入居を受け入れられない理由、特別に課される入居条件

【高齢者世帯】
・ 保証人不在や死亡時の不安などから、入居を受け入れられないことがある。

・ 認知症のため昼夜が逆転してしまう、ゴミを溜めてしまう、規約に反してペットを飼う等の理由から、入居を

受け入れられないことがあった。

・ 保証人・家賃債務保証、緊急連絡先、死後事務委託のサービス提供があれば、入居を受け入れられる場合

がある。

【障がい者世帯】
・ 障がい者手帳があることで、入居を受け入れられない場合がある。

・ 火の始末など日常生活が一人でできるのかを心配された。

・ 保証人が２人必要、緊急連絡先、死後の対応等をしてくれる人がいないことを理由に断られる場合もある。

・ 精神障がい者を受け入れた際に大家が対応に困った経験から、入居できないことがあった。

・ 身体障がい者は、住宅がバリアフリーでないことを理由に断られる場合がある。

【低額所得者世帯】
・ 生活保護受給世帯は、代理納付制度により確実に家賃支払いがあるので経済的理由で断られるこ

とは少ない。

・ 保証人が見つからず、緊急連絡先もないため、保証会社の審査を通らないことがある。

・ 生活保護受給世帯以外の低所得者が受け入れてもらえないことがある。また、敷金・礼金の支払い

や保証人がいないことが課題となっている。

・ 生活保護受給者で、共益費が未納となったことから、入居を受け入れられない場合がある。

【外国人世帯】
・ 言葉が通じないことや文化の違いによるトラブルなどを理由に入居を断られることがある。
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参考：住宅確保要配慮者の入居困難の状況（居住支援に関するニーズ調査アンケートより）

地域包括支援センターを対象としたアンケート※では、居住支援に関わる課題として、「保証

人、緊急連絡先となる方がいない」や「高齢者であるため」等を理由に入居を受け入れられな

い実態も明らかとなりました。

※岡崎市では、地域包括支援センター関係者に対して新たな住宅セーフティネット制度の説明を行い、その

上で、地域包括支援センターに対して、ニーズ調査を実施しました。回答者は社会福祉士、介護支援専門

員、看護師、保健師など。（2017 年実施）

資料：居住支援に関するニーズ調査について

＜自由記入による課題や意見＞

●主な課題

・ 保証人がいない場合が多い。

・ 緊急時の住宅確保に対応できない（生活保護受給者の立退き、DV、離婚）。

・ 同じ地域に住み続けたくても条件に合う住宅が見つけられない。

・ バリアフリー化されてない（エレベーターの無いマンション等）。

・ 高齢者の引きこもり、ごみ屋敷等のトラブル。

・ 緊急時の連絡先がない。

・ 引越し時の片付け等が困難、荷造り等を業者に頼む費用負担ができない。

・ 住宅を探す手段がなく相談相手がいない、不動産売却等の手続きが困難である。

●必要な支援・体制

・ 住まい探し・契約などの相談・支援。

・ 転居時の片付け。

・ 低廉家賃、緊急対応等の条件をみたす住宅の登録・関係機関への情報提供。

・ バリアフリー化された住宅。

・ 住宅・福祉の包括的なサポート、関係者の意見交換の場。

・ 居住後の通院・買い物支援等の生活支援。

入居を受け入れられない主な理由
0 5 10 15 20

高齢者であるため

障がい者であるため

子育て世帯であるため

その他

（複数回答可）

N=20

19

17

14

16

15

20

11

13

3

0 5 10 15 20

入居を受け入れられないため、希望の住まいに住むことができない

緊急で住まいを失った際に、次の住まいが見つからない

その方に合った適切な設備を備えた住まいが見つからない

その方に合った適切な家賃の住まいが見つからない

その方に合った適切な生活環境を備えた住まいが見つからない

保証人、緊急連絡先となる方がいない

生活を支える、相談できる方がいる住まいに移転したい

地域の中で見守りする方がいない

その他（具体的に記載してください）
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④入居時の支援を行う場合の支援内容別の受け入れ意向

大家・管理会社が住宅確保要配慮者を受け入れやすいと感じる入居時の支援内容につい

てのアンケート結果では、住宅確保要配慮者の多くの属性で、「保証人代行等の支援」、「家

賃補助」、「契約手続き、立会い・介添え等の支援」の回答が比較的多くなっています。

住宅確保要配慮者の世帯属性別に「積極的に受入れたい・受入れを検討したい」と３

割以上の回答があった支援内容は、低額所得者の場合「保証人代行等の支援、家賃補助、

家賃債務保証の低廉化補助」で、高齢単身・高齢夫婦のみ世帯の場合「契約手続き・立

会い・介添え等の支援、保証人代行等の支援、改修費補助、家賃補助、家賃債務保証の

低廉化補助」となり、身体障がい者世帯の場合「契約手続き・立会い・介添え等の支援、

改修費補助」となっています。

子育て世帯や母子・父子世帯の場合、どの支援内容においても概ね半数以上の大家・管理

会社が「積極的に受入れたい・受入れを検討したい」と回答しており、他の属性に比べて

入居しやすい状況であることがうかがえます。

■入居時の支援を行う場合の支援内容別の大家・管理会社の受け入れ意向（アンケート

結果より）

※ 「積極的に受け入れたい」、「受け入れを検討したい」と回答した大家・管理会社を対象とした。

※ 本表では、大家向けアンケートと管理会社向けアンケートの結果を合算して集計。

#### ：50％以上 #### ：30％以上 #### ：25％以上

N＝ 148

件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合

契約手続き、立会い・介添
え等の支援

44 29.7% 53 35.8% 45 30.4% 36 24.3% 80 54.1% 80 54.1% 42 28.4%

保証人代行等の支援 58 39.2% 51 34.5% 42 28.4% 34 23.0% 78 52.7% 81 54.7% 43 29.1%

改修費補助（住戸専有部
分・共用部分）

39 26.4% 49 33.1% 46 31.1% 33 22.3% 73 49.3% 71 48.0% 33 22.3%

改修費への融資 38 25.7% 43 29.1% 39 26.4% 26 17.6% 66 44.6% 66 44.6% 29 19.6%

家賃補助 64 43.2% 52 35.1% 43 29.1% 31 20.9% 78 52.7% 82 55.4% 36 24.3%

家賃債務保証の低廉化補
助

47 31.8% 46 31.1% 37 25.0% 28 18.9% 70 47.3% 73 49.3% 31 20.9%

入居時の支援
低額所得者

高齢単身・
高齢夫婦
のみ世帯

身体障がい
者世帯

知的・精神障
がい者世帯

子育て世帯
母子・父子

世帯
外国人世帯
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＜聞き取り調査の内容＞ 大家・管理会社、支援団体等からの意見など。

○大家・管理会社からの意見
・ 保証人や家賃保証が重要である。

・ 騒音や家賃滞納、死後の事務はよく起こり、稀に夜逃げや自己破産される場合もある。

・ 安価な保証（家賃債務保証、緊急連絡先）サービスを展開する団体などに、補助を出す間接的な支

援が必要ではないか。

・ 保証サービスを扱う業者及び団体の情報は大家や借主にあまり浸透していないため、知ってもらう

取組みも必要である。

・ 入居者への直接補助だけではなく大家への代理納付が必要である。

・ 家賃滞納する入居者には、家計を指導できる仕組みが必要ではないか。

・ 見守り用の人感センサーの設置や、安否確認、緊急対応などといった高齢者への見守り支援が必

要である。

○入居を受け入れてもらえない理由や特別な入居条件（支援団体からの意見）

【高齢者世帯】
・ 身体状況が悪化し、当初受け入れを了承した大家が難色を示す場合があった。

・ 緊急時・死亡時には、大家の負担が大きくなることがある。

・ 保証人が２名必要とされる場合がある。

・ 難聴の高齢者の場合、騒音が問題になることがあった。

・ 認知症者の場合で、部屋を間違えることがあり問題となった。

【障がい者世帯】

・ 保証人を民間団体に依頼しても受けられない場合がある。

・ 身体障がい者向けの車いす対応（バリアフリー化）の住宅が多くはない。

・ 狭い道に面している物件など、車いすの方が利用するには不便である。

・ バリアフリー化された住宅の場合、家賃が高くなることが多い。

・ ガスを使わない IH コンロ対応の賃貸住宅が少ない。

【低額所得者世帯】

・ 家賃債務保証に入ることを求められる。

【外国人世帯】

・ 言葉が通じず、契約内容を正しく理解しないまま、契約してしまい、違約金の支払いを迫られるなど

といったトラブルが生じる場合があった。

・ 近隣とのコミュニケーションが上手くいかず、不満を抱えたり、トラブルとなる場合があった。
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⑤居住の安定・生活支援等の支援を行う場合の支援内容別の受け入れ意向

大家・管理会社に対して、どのような生活支援等を行った場合に住宅確保要配慮者の

方の入居を受け入れやすくなるか調査した結果、大家が住宅確保要配慮者を「積極的に

受入れたい・受入れを検討したい」と回答があった入居中の支援は、住宅確保要配慮者

の多くの属性で、「生活相談・トラブル対応、見守り・安否確認・緊急時対応」等が比較

的多くなっています。

住宅確保要配慮者の属性別に３割以上の「積極的に受入れたい・受入れを検討したい」

と回答があった支援内容は、低額所得者の場合、「生活援助、代理納付に関する手続支援」

となり、高齢単身・高齢夫婦のみ世帯は、「見守り・安否確認・緊急時対応、死亡時の残

存家財の整理、死後事務委託、医療・介護等の専門相談、生活援助、成年後見人等の支

援」となりました。

ここでも、子育て世帯や母子・父子世帯では、どの支援内容においても４割以上の大家・

管理会社が「積極的に受入れたい・受入れを検討したい」と回答しており、他の属性に比

べて入居しやすい状況であることがうかがえます。

■居住の安定・生活支援等の支援を行う場合の支援内容別の大家・管理会社の受け入れ

意向（アンケート結果より）

※ 「積極的に受け入れたい」、「受け入れを検討したい」と回答した大家・管理会社を対象とした。

※ 本表では、大家向けアンケートと管理会社向けアンケートの結果を合算して集計した。

#### ：30％以上 #### ：25％以上

N＝ 148

件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合

代理納付に関する手続き支援 45 30.4% 43 29.1% 38 25.7% 29 19.6% 70 47.3% 70 47.3% 33 22.3%

死亡時の残存家財の整理 39 26.4% 56 37.8% 35 23.6% 25 16.9% 66 44.6% 66 44.6% 32 21.6%

死後事務委託 38 25.7% 53 35.8% 35 23.6% 25 16.9% 65 43.9% 65 43.9% 32 21.6%

生活相談・トラブル対応 41 27.7% 43 29.1% 39 26.4% 38 25.7% 65 43.9% 67 45.3% 41 27.7%

生活援助 48 32.4% 46 31.1% 43 29.1% 35 23.6% 70 47.3% 70 47.3% 32 21.6%

医療・介護等の専門相談 40 27.0% 49 33.1% 39 26.4% 33 22.3% 69 46.6% 67 45.3% 31 20.9%

見守り・安否確認、緊急時対応 43 29.1% 62 41.9% 43 29.1% 39 26.4% 71 48.0% 69 46.6% 37 25.0%

成年後見人等の支援 38 25.7% 45 30.4% 34 23.0% 30 20.3% 65 43.9% 65 43.9% 29 19.6%

金銭管理 39 26.4% 38 25.7% 31 20.9% 29 19.6% 64 43.2% 64 43.2% 31 20.9%

外国人世帯
居住の安定・生活支援

低額所得者
高齢単身・
高齢夫婦
のみ世帯

身体障がい
者世帯

知的・精神障
がい者世帯

子育て世帯
母子・父子

世帯
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＜聞き取り調査の内容＞ 大家・管理会社、支援団体等からの意見など。

○大家・管理会社からの意見
・ 支援団体は、保証人や緊急連絡先、死亡時の対応等を引き受けてくれているが、入居中の生活支

援も必要である。

・ 日常生活も含めた総合的な支援（例えば、ゴミ問題があれば、注意するだけでなく、ゴミを片付ける

ところまでやる等）ができる体制が必要ではないか。

○支援団体からの必要な居住支援や生活支援等の意見

【高齢者世帯】
・ 安価な保証サービスがあるとよい。

・ 死後事務委任も大家には必要であり、具体的には遺品整理・敷金等精算、死亡時の遺体等の処

理、契約解除手続きが必要。また、入居者からは葬儀支援を求められる場合もあった。

・ 買い物代行など生活支援サービスがあるとよい。

・ 引越しとあわせた家財処分や退去・入居時の支援があるとよい。

・ 財産管理や日常の金銭管理、外出支援、入院時のお見舞い等の支援が必要ではないか。

【障がい者世帯】

・ 保証人や緊急連絡先の確保に関する支援が必要である。

・ 災害時の避難支援が欲しい。

【子育て世帯】

・ 子育て世帯が地域コミュニティに入れるような支援（虐待や育児放棄等の問題が起こったときに、近

隣住民から学校や関係機関へ通報が行くなど）が欲しい。

【低額所得者世帯】

・ 保証人、緊急連絡先、敷金・礼金、死亡時の対応などといった居住支援があると良い。

【外国人世帯】

・ 契約時の書類の翻訳や、通訳、日常生活やトラブルの際の通訳支援が欲しい。
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⑥「セーフティネット住宅」の登録意向

本市では、住宅確保要配慮者の入居の受け入れが可能な民間賃貸住宅（以下「セーフテ

ィネット住宅」という。）を登録する制度が 2017 年 10 月から始まっています。

住宅確保要配慮者への支援を行う場合に、セーフティネット住宅として登録するかを調

査した結果、セーフティネット住宅に「登録したい」と回答した大家・管理会社は 2.0％で、

「支援内容によっては検討したい」は 22.1％となっています。

■管理及び所有する物件の「セーフティネット住宅」への登録意向について

（アンケート結果より）

※ 本表では、大家向けアンケートと管理会社向けアンケートの結果を合算して集計した。

＜聞き取り調査の内容＞ 大家・管理会社、支援団体等からの意見など。

○登録住宅について（大家・管理会社からの意見）

・ 現在は登録住宅制度の認知度が低く、利点が感じられないため、インターネットの賃貸住宅検索サ

イト等から登録住宅制度のホームページ等へアクセスしやすくなるよう、宣伝していく必要がある。

・ 登録しても構わない。

・ 制度普及に向けては、不動産賃貸業者を巻き込み、支援メニューとあわせて安心できる制度という

ことを不動産賃貸業者から大家に説明する仕組みが必要ではないか。

・ 相談窓口の確保（生活相談・トラブル相談）、死後事務委任（残置物処分を含む）、見守り、契約手続

きの立合い・介添え、家賃滞納分の補助等の支援があるとよい。

・ 生活保護受給者の支援に関する相談先があるとよい。

・ 保証人を確保することができる支援制度があるとよい。

・ 改修費補助については、バリアフリー改修であれば、100 万円／戸でも足りなくなる。

2.0%

22.1% 35.6% 26.7% 13.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

登録したい （管理会社向け：登録するよう相談したい）

支援内容によっては検討したい

登録しない （管理会社向け：相談しない）

よくわからない

不明

N=393
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○登録住宅について（支援団体からの意見）

【高齢者世帯・障がい者世帯】
・ 不動産賃貸業者や知人の紹介等に頼っているので、登録住宅制度により住まい探しの方法が明確

になるのはよい。

・ 登録状況だけではなく、入居条件が分かり、空き状況が随時更新されていることが分かるとなおよ

い。

・ 登録住宅を増やすためには大家に対する支援が必要である。

・ NPO などの法人も保証人になれるとよい。

【子育て世帯】
・ ひとり親世帯でも住める賃貸住宅の情報があるとよい。

【低額所得者世帯】
・ 登録住宅制度や居住支援団体に関する情報発信が必要である。

【外国人世帯】

・ 外国人が理解できるように、多言語による表記・周知が必要ではないか。

＜岡崎市の民間賃貸住宅に関するアンケート調査について＞

本章で掲載されている「アンケート結果」とは「岡崎市の民間賃貸住宅に関するアンケート

調査」の結果を指します。以下にアンケート調査の概要を記します。

●調査の目的

・ 市内の民間賃貸住宅の大家及び管理会社を対象に、賃貸住宅の経営状況や住宅確保要

配慮者※の受け入れ状況、住宅セーフティネット制度の活用への考え方等の把握を目的

としたアンケート調査を実施しました。

※ 本アンケート調査においては、住宅確保要配慮者は以下に示される方です。

低額所得者 ：月収 15.8 万円以下の者

高齢者 ：60 歳以上の者

身体障がい者世帯 ：身体障がい者を含む世帯

知的・精神障がい者世帯 ：知的障がい者、精神障がい者を含む世帯

子育て世帯 ：高校生相当以下を養育している者

外国人世帯 ：外国人のみで構成される世帯

●配布数

・ 市内の民間賃貸住宅の大家及び管理会社：2,345 件

●回答数

・ 市内の民間賃貸住宅の大家及び管理会社：393 件

●調査方法

・ 市から郵送で配布・回収した。
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課題の整理

３－１ 住宅確保要配慮者ごとの背景と課題

① 低額所得者に係る背景と課題

低額所得者が、適切な規模、構造等の賃貸住宅を確保しようとすると、収入に対し、

家賃の割合が高くなり、負担が大きくなるため、困難な状況にあります。

また、大家等からの入居の受け入れが困難な理由として、低額所得者の方は、家賃滞

納のおそれがあるため、家賃滞納等に対する大家等の不安を払拭する支援策として家賃

債務保証等が必要です。このほか、居住の安定を図るためにも、生活援助等に関する支

援策が求められています。

② 高齢者に係る背景と課題

今後、さらに高齢化が進み高齢者は増加していく傾向にあり、世帯類型別世帯数から

は、単身世帯と夫婦のみ世帯が大きく増加する見通しです。居住の状況をみると、単身

世帯は、夫婦のみ世帯と比較し、賃貸住宅に居住する割合が高くなっています。

また、生活に困窮している世帯や、近くにこれらの方を支える親族等の支援者がいな

い世帯などでは、家賃滞納のおそれ、緊急時や死亡時等の対応に大家・管理会社の負担

が大きくなります。このため、家賃債務保証、保証人・緊急連絡先、死後事務委託の支

援が必要とされるほか、入居後の見守り・安否確認、生活援助、生活相談・トラブル対

応などの支援が必要とされます。

このほか、身体能力の低下等により高齢者にとって新たな物件探しは負担が大きく、

契約手続きの立ち合い・介添え等の支援も求められています。

③ 障がい者に係る背景と課題

障がい者数は、今後、身体障がい者数はほぼ横ばいの傾向ですが、知的障がい者・精

神障がい者数は増加していくと推計されています。また、障がい者は、身体の状態等に

応じて、居住に適したバリアフリー化された賃貸住宅が求められていますが、バリアフ

リー化は、大家への負担も大きいことから、住宅改修に対する支援が必要です。

また、大家等からの入居の受け入れが困難な理由として、保証人に関する課題のほか、

自立した日常生活を送ることができるかどうかを心配され、入居を受け入れてもらえな

３
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い場合があります。特に、精神・知的障がい者は、大家等からの不安が大きいのが現状

です。大家等の理解を促すだけでなく、安心して貸すことができる環境を整備すること

が必要となります。そのため、障がいの程度に応じた、生活援助や見守り・安否確認、

緊急時対応の支援が必要です。

④ 子育て世帯に係る背景と課題

子育て世帯は、今後、核家族化が進むことから増加傾向にあります。また、子育てに

適したゆとりある面積を有する賃貸住宅が求められています。

住宅確保要配慮者の他の属性と比べて、比較的入居を受け入れられやすい状況ですが、

家賃債務保証が受けられない等を理由に、入居を断られることがあり、他の属性と同様

の支援策が必要です。また、親族に保証人を頼みにくい場合もあり、必要に応じて保証

人に係る支援も求められます。

また、子育て世帯特有の状況として、離婚や DV等により、転居を余儀なくされる場合

があります。そのようなことから、登録住宅の確保が必要です。

⑤ 外国人に係る背景と課題

外国人は、近年増加傾向にあり、今後においても出入国管理及び難民認定法(昭和 26

年政令第 319 号)が改正されたことにより、増加傾向はより一層高まることが見込まれま

す。また、住まいの状況をみると、民間賃貸住宅に居住する割合が最も高くなっていま

すが、周辺住民への配慮や日常的なコミュニケーションが困難である等といった理由か

ら入居を受け入れてもらえない場合があります。

円滑な入居の促進を図るためには、家賃滞納に関する課題のほか、契約書類の翻訳、

契約手続き時の通訳・翻訳等の支援が必要です。また、大家側からも契約手続きの立ち

合い・介添え等の支援が求められています。

そのほかにも、生活習慣の違いによるトラブルが生じる場合もあるため、日常生活の

トラブルの予防や通訳等の支援も必要です。
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３－２ 住宅確保要配慮者の円滑な入居及び居住の安定化に係

る課題

入居可能な多くの物件情報の提供

住宅確保要配慮者が住まい探しを行う際、知合いの紹介などを頼り、自ら入居可能な

賃貸住宅を探している現状がありますが、この様な賃貸住宅情報は限定的で多くありま

せん。そのため、住宅確保要配慮者の方が入居可能な多くの物件情報の提供が必要です。

セーフティネット住宅の登録促進

大家・管理会社へのアンケート調査の結果から、セーフティネット住宅の登録に対し

ては、住宅確保要配慮者への支援内容によって登録を検討したいという回答が２割を占

めています。

セーフティネット住宅の登録を促進するため、大家等の不安を払拭し、安心して賃貸

住宅を貸すことができる環境の整備や、大家にとって利点が感じられる施策を展開し、

登録住宅を掘り起こしていくことが必要です。

入居時の保証人や緊急連絡先の確保に関する支援

大家・管理会社へのアンケート調査結果から、住宅確保要配慮者の属性に関わらず、入

居を受け入れられない理由として、「保証人がいない」、「家賃債務保証が受けられない」

ことが挙げられています。また、大家・管理会社への聞き取り調査から家賃の確保が確

実にできれば、入居の受け入れに対し前向きな意見が多いことから、保証人の確保や家

賃債務保証に対する支援が必要です。
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契約立会い・介添え、見守り・安否確認等に関する支援

大家・管理会社へのアンケート調査・聞き取り調査等の結果によると、入居時におけ

る契約立会い・介添えが必要という意見がありました。入居契約内容を確認できなけれ

ばトラブルの原因となり、大家・賃貸人ともに不安を抱えることとなります。また、入

居後においては、見守り・安否確認、緊急時対応の支援措置や生活援助、死亡後の事務

委託等の支援を求める意見がありました。そのため、住宅確保要配慮者の身体の状況等

に応じて、契約手続きの立会い・介添え、見守り・安否確認等の入居・居住に関する支

援が必要です。

居住支援サービスの充実

大家・管理会社等へのアンケート調査・聞き取り調査等の結果から、住宅確保要配慮

者の円滑な入居を促すためには、入居後も各種居住支援サービスが必要とされています。

また、居住支援は住宅確保要配慮者の属性により様々な支援が必要となります。

本市では、居住支援を行う事業者や NPO 等の団体が活動していることから、居住支援

に関するサービスの提供を行う居住支援団体との連携・協力体制を構築し居住支援サー

ビスの充実が必要です。

情報提供

各課題にも共通しますが、登録住宅の情報提供、居住支援などの住宅セーフティネッ

ト制度の仕組みを大家・住宅確保要配慮者に周知を図ることで、制度が有効に利用され

機能します。さらには協力いただける大家や居住支援団体の掘り起こしに繋がります。

これらの円滑な入居に繋がる活動・仕組みを周知することが必要です。
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賃貸住宅の供給目標

・対象とする住宅確保要配慮者の範囲（P.45）

・賃貸住宅の供給目標（P.48）

公的賃貸住宅の供給促進

・公営住宅の供給促進（P.59）

・地域優良賃貸住宅等の供給促進（P.63）

民間賃貸住宅への円滑な入居の促進

・登録住宅の確保の取組み（P.64）

・登録事業者の適切な制度運用（P.66）

・賃貸人の啓発のために講ずる施策（P.72）

居住支援

・本市の居住支援への取組み（P.49）

・居住支援協議会に関する事項（P.53）

・居住支援協議会の具体的な活動等（P.53）

・「大家・不動産賃貸業者」、「居住支援団体」

及び「市営住宅等の指定管理者」との協力

（P.54）

・居住支援協議会の体制及び支援実施の流れ

（P.56）

・居住支援サービス提供の取組み（P.58）

これらの課題に対して、住宅確保要配慮者の範囲と世帯数を整理したうえで、公

営住宅・登録住宅等の賃貸住宅の供給の目標を設定し、供給目標の達成と円滑な入

居の取組みとなる公的賃貸住宅の供給促進、民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に

取組みます。

課題に対する取組み事項

課題

入居可能な多くの物件情報の

提供

セーフティネット住宅の登録

促進

入居時の保証人や緊急連絡先

の確保に関する支援

取組み

契約立会い・介添え、見守り・

安否確認等に関する支援

居住支援サービスの充実

情報提供
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住宅確保要配慮者の範囲及び賃貸住宅の供給目標

１－１ 対象とする住宅確保要配慮者の範囲

（１）対象とする住宅確保要配慮者

本計画の施策の対象となる住宅確保要配慮者は、法令及び国が作成した「住宅確保要配

慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針」（以下「基本方針」という。）

に示される方とします。

①法で定められた住宅確保要配慮者

・低額所得者（月収 15.8 万円以下）

・被災者（発災後３年以内）

・高齢者

・身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、その他障がい者

・子育て世帯（高校生相当以下を養育している者）

②省令で定められた住宅確保要配慮者

・外国人 ・中国残留邦人 ・児童虐待を受けた者

・ハンセン病療養所入所者 ・DV（ドメスティック・バイオレンス）被害者

・北朝鮮拉致被害者 ・犯罪被害者 ・更生保護対象者

・生活困窮者 ・東日本大震災等による被災者

・供給促進計画で定める者（国の基本方針で掲げる住宅確保要配慮者）

③国の基本方針で掲げる住宅確保要配慮者

・海外からの引揚者 ・新婚世帯 ・原子爆弾被爆者

・戦傷病者 ・児童養護施設退所者

・LGBT（レズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・トランスジェンダー）

・UIJ ターンによる転入者

・住宅確保要配慮者に対して必要な生活支援等を行う者（自然人）

第３章
賃貸住宅供給促進計画

１
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（２）本計画において初めに取組む住宅確保要配慮者

低額所得者、高齢者、子育て世帯、障がい者、外国人等が賃貸住宅へ円滑に入居するため

に必要とされる支援は様々であり、これらの住宅確保要配慮者に対して、居住支援の充実を

図ることが必要であると考えています。

本計画の住宅確保要配慮者は幅広く、属性ごとに対応を検討する必要があることから、そ

の属性を大きく「高齢者」、「子育て世帯」、「低額所得者」、「障がい者」、「外国人」、「住宅確

保要配慮者全般」としています。この各属性の住宅確保要配慮者のなかでも、特に低額所得

の方は、必要とする賃貸住宅への入居が難しい場合が多く、施策による対応が必要と考えら

れます。そのため本計画で掲げる施策は、公営住宅の収入要件を満たす方を基本とした施策

を展開します。

公営住宅の入居資格を持つ方は、特に住宅困窮度の高い、収入分位※110％の概ね政令月収

※210.4 万円未満の「著しい困窮月収※3」未満にある方と、「著しい困窮月収」以上であり収入

分位 25％以下の政令月収 15.8 万円（高齢者、子育て世帯、障がい者であれば 21.4 万円）の

方に分けられます。「著しい困窮月収」未満にある方は、家賃の面で民間賃貸住宅への入居が

特に難しいと考えられることから、低額所得者への施策である市営住宅等の公的賃貸住宅を

中心とした対応を行っていきます。

また、「著しい困窮月収」以上であり政令月収 15.8 万円以下の方が民間賃貸住宅へ入居し

ようとした場合には、保証人や緊急連絡先がないことなどから、民間賃貸住宅での入居の

受け入れが困難な状況にあります。そのため、この月収の方が円滑に民間賃貸住宅へ入居

できる支援を行っていきます。

本計画で支援を検討するにあたり、高齢者は、障がい者や低額所得者など複数の属性を

持つことが多く、今後さらに高齢化が進み対象者が増加することから、住宅確保要配慮者

全体の施策の検討に繋がるものとして、高齢者に対する施策を行っていきます。

また、少子高齢化が進み高齢者を家族が支える社会構造が崩れていく中で、本市は全国

中核市の中で、親と子が同居又は近居している割合が最も高い特徴を生かし、さらに高齢

者を家族で支えられるよう、支援者となり得る子育て世帯の若年者層に対する施策を展開

していきます。

※1 収入を低い順番から並べて区切った際に相当する分位のこと。収入分位 10％であれば、全ての世帯のうち収

入を低い方から並べて１/10 番目に相当する世帯のことを指す。

※2 公営住宅法の規定に基づき、年間粗収入から、給与所得控除、配偶者控除、扶養親族控除等を行ったうえで

月収換算することにより算定したものをいう。

※3 自力では国が定める最低居住面積水準（単身：25 ㎡、２人：30 ㎡ 等）の住宅を確保することが著しく困難

な月収にある方。
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＜本計画における住宅確保要配慮者の構成＞

＜住宅確保等に課題を有する世帯数の推計＞

属性

推計結果による本市の

主な住宅確保要配慮者数著しい困窮月収以上の方
著しい困窮月収以上かつ、

住宅確保等に課題を有する方

高齢者（単身・夫婦・障がい者含む） 約 13,600 世帯 約 5,000 世帯 約 680 世帯

子育て世帯 約 2,800 世帯 約 1,000 世帯 約 70 世帯

上記以外の低所得者等（外国人夫婦等含む） 約 6,600 世帯 約 2,500 世帯 約 160 世帯

障がい者（高齢の障がい者を除く） 約 2,200 世帯 約 200 世帯 約 10 世帯

外国人（外国人夫婦等を除く） 約 900 世帯 約 200 世帯 約 50 世帯

合計：約 26,100 世帯 合計：約 8,900 世帯 合計：約 1,000 世帯

高齢（単身・夫婦・障がい含む）

子育て世帯

障がい者（高齢の障がい者を除く）

左記以外（2人以上世帯の低所得者層

（外国人夫婦等を含む））

外国人（外国人夫婦等を除く）

著しい困窮月収

収入分位：10％

（概ね政令月収：10.4 万円）

収入分位：40％

（政令月収：21.4 万円）

収入分位：25％

（政令月収：15.8 万円）

公営住宅の収入

要件を満たす方

収入分位

著しい困窮月収未満の方については、公営住宅を中心に対応

著しい困窮月収以上の方（住宅確保等に課題を有する方については、

民間賃貸住宅への入居も想定し対応）
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１－２ 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給目標

本市の住宅確保要配慮者への賃貸住宅の供給は、公的賃貸住宅の供給の促進と民間賃貸

住宅の円滑な入居の促進の両輪により対応します。

「著しい困窮月収」未満の住宅確保要配慮者の方は、市営住宅等の公的賃貸住宅を中心

とした対応を行い、推計した約 1,000 世帯の「著しい困窮月収」以上で住宅確保等に課題

を有する方は、公的賃貸住宅の供給及び民間賃貸住宅の登録住宅の供給により対応します。

（１）民間賃貸住宅の登録住宅の供給目標

新たな住宅セーフティネット制度の施策の柱の一つである登録住宅制度に基づく、本市

の民間賃貸住宅の登録住宅の供給目標は、本計画で推計する住宅確保要配慮者数と賃貸住

宅の供給状況を踏まえ、現実的な供給可能戸数を供給目標とします。

「賃貸住宅供給促進計画の検討・策定の手引き」（国土交通省住宅局住宅総合整備課）の

推計プログラムに基づき登録住宅戸数を算出すると、市内の空き賃貸住宅及び居住のない

その他の住宅（空き家）約 18,190 戸の内、供給可能な民間賃貸住宅及び居住のないその他

の住宅（空き家）は 514 戸となります。このことから、本計画の計画期間である 2019 年度

から 2023 年度の５年間での登録住宅の供給目標を 600 戸以上とし、推計した約 1,000 世帯

を見据えて段階的に登録住宅の供給に取組んでいきます。

・民間賃貸住宅の登録住宅の供給目標 600 戸以上

（２）公的賃貸住宅の供給戸数

本市の公的賃貸住宅の供給戸数は、今後の市営住宅等の役割や整備・管理の方針を示し

た「岡崎市公営住宅等長寿命化計画」（以下「長寿命化計画」という。）において今後の公

営住宅等の供給戸数を定めており、最低限必要な供給戸数を 4,155 戸としています。

2018 年４月１日時点で本市には、県営住宅が 1,700 戸、市営住宅が 2,851 戸、特定公共

賃貸住宅が 12 戸あり、合計で 4,563 戸の公的賃貸住宅を供給していることから、本計画の

計画期間である 2019 年度から 2023 年度の５年間で 400 世帯程度に対応していくための検

討を行い、民間賃貸住宅の登録住宅の供給目標である 600 戸以上と合わせて推計した約

1,000 世帯に対応していきます。

・公的賃貸住宅の供給戸数は、4,155 戸以上
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居住支援に関する事項

２－１ 本市の居住支援への取組みに関する事項

住宅確保要配慮者へ大家等が安心して賃貸住宅を貸すことができ、また住宅確保要配慮

者も安心した生活を送ることができるよう、住宅確保要配慮者への居住支援を行う必要が

あります。

この居住支援の構築に繋がる取組みとして、関係各課による居住支援体制を構築し、住

み慣れた地域の中で安心して自分らしい暮らしを続けていくことができるよう、必要に応

じて介護・予防・医療・生活支援・住まいが一体的に提供される体制の整備を目指した地

域包括ケアシステムとの連携を図ります。

また、住宅確保要配慮者に必要とされる支援は様々であることから、市内で居住支援に

関するサービスの提供を行う NPO 等の団体及び事業者との協力体制を構築し連携すること

で、必要とされる居住支援の充実を図ります。

＜主な取組み＞

・関係各課による居住支援体制を構築

・住み慣れた地域で生活を継続するための地域包括ケアシステムとの連携

・住宅確保要配慮者への居住支援の提供

・居住支援活動を行う NPO 等の団体及び事業者との連携

２
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＜本市の住宅確保要配慮者に対する主な居住支援＞

【
重
点
】
高
齢
者

＜本市の行っている支援＞

・要支援・要介護認定者の住宅改修（手すりの取付けなど）に関する相談や助成

・介護保険制度や老人福祉施設等への入所・入居相談

・単身世帯への見守り配食

・単身世帯への緊急通報装置の貸与

・成年後見制度利用に係る助成

＜充実を図るため検討を要す主な支援＞

・死亡時の残存家財の整理

・契約手続き、立合い・介添え等の支援

・死後事務委託 など

低
額
所
得
者

＜本市の行っている支援＞

・生活保護受給者への住宅扶助費の支給

・離職により住居を失った方又は、そのおそれのある方で一定の収入要件等を満たす方へ住

居確保給付金の支給

・生活困窮者自立相談支援事業対象者のうち、必要に応じた住まい探し支援

・生活困窮状態からの脱却に向けた相談及び関係機関との連携による支援

＜充実を図るため検討を要す主な支援＞

・生活援助

・契約手続き、立合い・介添え等の支援
・見守り・安否確認、緊急時対応 など

属性 支援

【
重
点
】
子
育
て
世
帯

＜本市の行っている支援＞

・住居の移転に伴う敷金等の貸付

・生活全般に関する相談、支援

・住宅の増改築及び補修等に必要な資金の貸付

・住宅を購入するために必要な資金の貸付

＜充実を図るため検討を要す主な支援＞

・契約手続き、立合い・介添え等の支援

・見守り・安否確認、緊急時対応

・代理納付に関する手続き支援 など
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障
が
い
者

＜本市の行っている支援＞

・住宅改修費（安全のために必要な工事など）の助成

・入院・入所している方への住宅確保に関する支援

・生活全般に関する相談支援

・心の悩みを抱える方及びその家族に対する電話・面接・訪問などの相談支援

・成年後見制度利用に係る助成

＜充実を図るため検討を要す主な支援＞

・生活援助

・医療・介護等の専門相談

・代理納付に関する手続き支援 など

属性 支援

外
国
人

＜本市の行っている支援＞

・生活に必要な行政手続きに関する情報提供

・通訳サービス

・生活全般に関する相談支援

・あいち医療通訳システム（通訳派遣と電話通訳等）の紹介

＜充実を図るため検討を要す主な支援＞

・契約手続き、立合い等の支援

・見守り・安否確認、緊急時対応

・代理納付に関する手続き支援 など

住
宅
確
保
要
配
慮
者
全
般

＜本市の行っている支援＞

・相談窓口の設置

・生活全般に関する相談支援

・トラブル相談

・福祉活動の担い手育成（地域福祉計画）

・総合的な相談支援体制の充実（地域福祉計画）

＜充実を図るため検討を要す主な支援＞

・保証人代行等の支援
・経済的支援の検討 など
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参考：地域包括ケアシステムのイメージ

地域ケア会議の推進 地域包括支援センターの
機能強化

○医療と介護、地域とのネットワー

クの構築

○地域における課題の発見や、課題

解決への取組の実践 など

○新たな施策への対応

○総合相談窓口としての職員の資質向上

を始めとした体制の強化 など

住まい

医療 介護

生活支援 予防

在宅医療・介護連携の推進

認知症施策の推進

生活支援サービスの充実

介護保険制度の円滑な運営

介護保険サービスの質の向上

介護予防・生活支援サービス事業の実施

高齢者

老人クラブ・自治会・ボランティア・ＮＰＯ 等

○訪問型や通所型のサービスなど生活支援サービ

スのケアマネジメント

○身近な場所における健康づくりのための体操や

介護予防の啓発のための講話の実施 など

○連携のための課題の抽出や解決策を検討するための会議の開催

○関係職種が相互に理解するための研修会の実施

○地域における医療・介護等の事業所の把握や、マップの作成

○在宅医療に関する地域住民への普及啓発 など

○介護事業者、ＮＰＯや民間企

業、住民ボランティア等によ

る地域のニーズに合った多様

な生活支援サービスの提供

○生活支援コーディネーター

の配置 など

日常生活圏域

○認知症ケアパスの周知と活用に向け

た取組み

○認知症地域支援推進員の配置 など

○制度の普及啓発

○在宅でのサービスや施設・居住系サービ

スとのバランスの取れた基盤整備

○介護給付費の適正化 など

○介護サービス事業者に対する指導監督

○介護従事者の人材育成 など
通院・入院 通所・入所

参加・利用

一般介護予防事業の実施

○支援を必要としている者を把握し、

介護予防活動につなげる

○介護予防活動の普及啓発

○住民主体の介護予防活動の育成・支

援 など

連携

資料：岡崎市地域包括ケア計画（高齢者福祉計画・介護保険事業計画）2018～2020 年度より作成
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２－２ 居住支援協議会を通じて行う取組みに関する事項

（１）居住支援協議会に関する事項

本市に住宅セーフティネットに関係する団体と市で構成する岡崎市住宅確保要配慮者居

住支援協議会（以下「本市協議会」という。）を、2019 年８月に設立しました。この本市協

議会の場で意見を交換し、横のつながりを深め、対策を講じることで、住宅セーフティネ

ット制度の推進を図ります。

（２）居住支援協議会の具体的な活動等に関する事項

本市協議会を構成する団体が、大家等の住宅確保要配慮者の受け入れに対する課題や、

住宅確保要配慮者を支援する団体の住宅確保に関する課題を共有し、その課題について協

議した結果を基に円滑な入居のための仕組みを構築します。

本市も協議会の構成員として、相談窓口の設置、住宅セーフティネット制度の情報発信、

受入対応マニュアルの作成、居住支援団体との連携を図り、住宅確保要配慮者の円滑な入

居・大家等の不安解消に繋げていきます。

＜主な取組み＞

・住宅確保に関する相談窓口を設置し、相談情報を集約

・住宅セーフティネット制度の情報発信

・受入対応マニュアルの作成

・住宅確保要配慮者や大家等のニーズ調査

・先進地事例研究 など

参考：居住支援協議会の活動イメージ

利用可能な居住支援サービス

〇見守り 〇保証等

賃貸人･入居者の不安を解消

福祉等居住支援策

賃貸借契約

連
携

協
力

サ
ポ
ー
ト
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（３）「大家・不動産賃貸業者」、「居住支援団体」及び「市営住

宅等の指定管理者」との協力に関する事項

住宅確保要配慮者の円滑な賃貸住宅への入居を実現するには、セーフティネット住宅の

登録をした大家・不動産賃貸業者、家賃債務保証や見守り・安否確認等の居住支援サービ

スの提供を行う居住支援団体の協力が必要となります。本市協議会の構成団体のほかにも

家主・不動産賃貸業者、居住支援団体との協力関係を築くよう働きかけ、住宅セーフティ

ネット制度の推進を図ります。

また、市営住宅及び特定公共賃貸住宅の管理を行う指定管理者とも連携を図り、協議会・

協力団体と共に住宅確保要配慮者の円滑な賃貸住宅への入居を推進します。

①協力大家・不動産賃貸業者

セーフティネット住宅の登録を行う大家・不動産賃貸業者から、登録住宅の空き状況の

照会、住宅確保要配慮者を受け入れられる住宅情報の提供、居住支援に関する大家として

の意見などの協力が得られるよう、住宅セーフティネットに関する情報提供と併せ意向を

確認しつつ協力関係の構築を働きかけます。

②居住支援団体

相談窓口では、居住支援に関する様々なサービスの情報が必要となります。このことか

ら、居住支援を行う団体のサービス情報・提供など居住支援を充実させるため、居住支援

を行う団体とも協力体制を築いていきます。そのため、本市の住宅セーフティネットへの

取組みを周知し、協力関係の構築を働きかけます。

③市営住宅等の指定管理者

指定管理者は、管理する市営住宅及び特定公共賃貸住宅において、修繕や入居者管理な

どの管理運営業務のほか、一部の高齢の入居者を対象にした見守り活動を行っています。

このほかにも市営住宅入居者等に必要な居住支援サービスの提供を行うため、指定管理

者と本市協議会や居住支援団体との連携を図ります。
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＜主な取組み＞

・本市協議会構成団体のほか、居住支援を行う団体及び大家等との連携体制を構築

・協力可能なセーフティネット住宅登録を行う大家・不動産賃貸業者の名簿を作成

・協力可能な居住支援を行う事業者・団体の名簿を作成

・市営住宅入居者に対する居住支援サービスの提供を行うため、市営住宅等の指定管

理者と本市協議会や居住支援団体との連携
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（４）居住支援協議会の体制及び支援実施の流れに関する事項

本市協議会による居住支援の体制及び住まい探しの相談から支援の流れを下図に整理し

ています。

住宅確保要配慮者・大家など

協
力

セーフティネット

住宅登録者
居住支援団体

（NPO・事業者）

円滑な入居・居住の安定

住宅確保要配慮者

大家など

相談窓口

司法書士会

西三河支部

社会福祉

協議会

弁護士会

西三河支部

宅地建物取引業

協会西三河支部

協
力

相
談

回
答

指定管理者
協力大家・

不動産賃貸業者

民生委員児童

委員協議会

居住支援法人

岡崎市

【居住支援協議会】

構成団体

連携・支援

マッチング

学識経験者
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参考：本市協議会 構成団体の役割

学識経験者
賃貸住宅への円滑な入居を推進するために必要とされる住宅供給及

び居住支援等に関する助言

社会福祉協議会 居住支援に関する情報提供、必要な居住支援ニーズの情報共有

宅地建物取引業協会

西三河支部

宅地建物取引業協会会員等に対する登録制度の周知、空き家・空き室

のセーフティネット住宅への登録促進など

弁護士会西三河支部
賃貸住宅の居住に係る契約トラブル、近隣トラブル及び残置物処分等

賃貸住宅管理に係る居住支援に対する助言

司法書士会西三河支部
成年後見制度及び相続の手続き等居住支援に係る相談、相続財産管理

制度の利用に関する助言

民生委員児童委員協議会
住宅確保要配慮者のセーフティネット住宅入居後の見守りや相談支

援、必要な居住支援ニーズの情報共有

居住支援法人
住宅確保要配慮者の住宅探し相談、セーフティネット住宅入居後の見

守りや相談支援など

岡崎市
住宅確保要配慮者への居住支援、本市協議会の運営事務や登録制度の

普及啓発活動、登録住宅の掘り起こしなど

《本市協議会の取組み》

【相談窓口】

・希望条件などを伺い、それらの情報を基に相談記録票を作成

・セーフティネット住宅情報提供システム等による物件紹介

・居住支援メニューの紹介

【居住支援協議】

・相談記録票から、住宅確保要配慮者に合った住宅を確保するための支援の手法等を検

討・協議

【その他の活動】

・住宅セーフティネット制度の情報発信、住宅確保要配慮者や大家等のニーズ調査など
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（５）居住支援サービス提供の取組みに関する事項

住宅確保要配慮者の円滑な入居の促進には、居住支援サービスが活用され、また大家・

不動産賃貸業者に情報提供されることが必要です。

居住支援は、保証人・家賃債務保証、見守り・安否確認など多くの支援サービスが必要

とされているため、住宅確保要配慮者向けの居住支援サービスを整理し、大家・不動産賃

貸業者へ配慮を必要とする事情を勘案し、的確な情報提供を図ります。また、登録住宅制

度や本市協議会の支援体制など住宅セーフティネット制度の情報提供を行います。

＜主な取組み＞

・居住支援サービスの整理

・大家・不動産賃貸業者への的確な情報提供
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住宅確保要配慮者に対する公的賃貸住宅の

供給促進等に関する事項

３－１ 公営住宅の供給促進に関する取組み

（１）入居者選考及び入居後の管理の適正化の推進に関する事項

市営住宅の入居者選考にあたっては、住宅確保要配慮者の生活実態や必要とする支援の

内容等を鑑みて、必要とする住戸に速やかに入居ができるような取組みが必要です。具体

的には、エレベータのない高層階に居住する高齢者には１階など低層階に住み替えたいと

いう希望を持つ方がいます。そのため、本市では、エレベータのない高層階に居住する高

齢者世帯が低層階に住み替えできる「特定入居※」や、子育て世帯、新婚世帯の「優先入居」

などの取組みを実施します。

また、民法の改正による債権関係規定の見直しや単身高齢者の増加を踏まえ、市営住宅

の入居に際し保証人の確保が一層困難になることが懸念されることから、保証人に関する

規定の見直しを検討します。このほかにも、高齢者世帯等が近隣に居住している場合の子

世帯の親元近居について検討を行っていきます。

※ 例：高齢者世帯のうち、医師の診断書があるなど、低層階への入居が妥当と判断される世帯に適用。

＜入居の選考に関する主な取組み＞

・高層階に居住する高齢者が低層階へ住み替える等の特定入居【重点】

・子育て世帯、新婚世帯の優先入居【重点】

・近傍に親世帯がいる場合の優先入居を検討

・入居契約時の保証人に関する要件緩和を検討

市営住宅は、民間賃貸住宅への入居や持ち家の確保が特に難しい「著しい困窮月収」未

満にある方などの住宅確保を支援するために必要なものであることから、一定の所得額を

超えた場合には、民間賃貸住宅など他の住宅へ住み替えることが原則となっています。

一定の所得額を超えた収入超過者については、明渡努力義務の周知徹底を図り、高額所

得者については、明渡請求の実施など適切な対策を講じ、市営住宅に「著しい困窮月収」

未満にある方が適切に入居できるよう入居後の管理の適正化を図ります。

＜入居後の管理の適正化に関する主な取組み＞

・収入超過者に対する明渡努力義務の周知

・高額所得者に対する明渡請求

３
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（２）公営住宅の整備を契機とした、周辺地域を含めた居住環境の整備等

の推進に関する事項

敷地の一部を活用して、高齢者・子育て世帯などが安心して暮らせる生活支援施設を併

設することで、市営住宅の入居者だけでなく、周辺の地域住民の生活利便性の向上及び福

祉の増進が図られ、入居者と地域住民による多世代の交流を促すきっかけづくりにもなり

ます。

そのため、大規模な市営住宅の建替の際に、敷地の一部を活用した子育て支援施設や高

齢者生活支援施設を併設することを検討します。

また、入居者と近隣住民の交流の場として、自由に使える談話スペース等の配置を行い

ます。

＜主な取組み＞

・談話スペース等の配置

・高齢者・子育て生活支援施設等の併設について検討【重点】
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（３）公営住宅の計画的かつ効率的な整備の推進に関する事項

本市ではこれまで、住宅セーフティネットの中核として、市営住宅等を供給しており、

長寿命化計画で建替及び整備等の方針を定めています。

この長寿命化計画の方針に基づき、安全で快適な住まいを長期間、経済的に供給するた

め、修繕、改善、建替などの公営住宅等の活用手法を定め、長期的な維持管理を実施し、

予防保全的な観点から修繕や改善の計画を定め、長寿命化による更新コストの削減と長期

的な事業量の平準化を図ります。

さらに、長寿命化による取組みを通じ、市内の低額所得者を始めとする住宅確保要配慮

者に良好な居住環境を提供していきます。

①市営住宅ストックの修繕に関する事項

市営住宅ストックを長く使い続けるためには、定期的な点検・修繕及び改善工事を行っ

ていくことが重要です。そのため、「長寿命化計画」に基づき、標準的な修繕周期を踏まえ、

３年に１回の定期的な建物点検及び毎年の設備点検を行い、適切な時期に計画的で予防保

全的な修繕を行います。それにより、建物躯体への影響の低減や、居住性・安全性等の維

持・向上を図り、長期的に建物を活用し続けることを可能とします。また、計画的で予防

保全的な修繕の実施にあたっては、過去の点検・補修・修繕等の履歴をまとめたデータベ

ースを活用し、各住棟の状態を把握して対応していきます。

②改善事業に関する事項

市営住宅ストックの改善事業は、建物の老朽化の防止、安全性の向上、入居者の住みや

すさの向上など、目的によって改善箇所（住戸、共用部分、屋外・外構空間）や工事内容

は様々です。「長寿命化計画」では、改善工事の目的に応じて、居住性向上、福祉対応、安

全性確保及び長寿命化の４種類の改善事業内容を整理しており、これらを修繕と一体的に

実施します。
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＜改善事業の実施内容＞

種別／部位 住戸 共用部分 屋外・外構

【居住性向上】

継続利用する市営住

宅ストックを対象

に、規模・間取りの

改善、住戸・住棟の

機能の向上を図る。

・間取りの改修

・給湯設備の設置

・電気容量のアップ

・外壁・最上階の天井
等の断熱

・給水方式の変更

・断熱化対応

・共視聴アンテナ設備設
置

・地上デジタル放送対応

（共聴アンテナ等の改
修含む）等

・地上デジタル放送対応

（共聴アンテナ等の改
修含む）

・集会所の整備・増改築

・児童遊園の整備

・排水処理施設の整備等

【福祉対応】

継続利用する中層

（３～５階建）の市

営住宅ストックを対

象に、高齢者等が安

全・安心して居住で

きるよう整備を進め

る。

・住戸内の段差解消

・浴室、便所等への手
すり設置

・浴槽、便器の高齢者
対応

・高齢者対応建具

・流し台、洗面台更新
等

・廊下、階段の手すり設
置

・段差の解消

・視覚障がい者誘導用ブ
ロック等の設置等

・屋外階段の手すりの設
置

・スロープの設置

【安全性確保】

災害時の避難設備や

避難経路の整備・確

保を行う工事、防犯

性や落下・転倒防止

などの事故防止を図

る。

・避難通路の確保

・住宅用防災警報器等
の設置

・防犯建物部品の設置
等

・外壁落下防止改修

・バルコニーの手すりの
アルミ化

・防火区画

・避難設備の設置

・エレベータかご内の防
犯カメラ設置

・地震時管制運転装置等
の設置等

・避難経路となる屋外通
路等の整備

・屋外通路等の照明設備
の照度確保・ガス管の
耐震性・耐食性向上

【長寿命化】

長期的に継続利用す

る市営住宅ストック

を対象に、建物の耐

久性を高めたり、維

持管理を容易とする

観点から予防保全的

な改善を行う。

・浴室の防水性向上の
ための工事

・内壁の断熱性向上・
耐久性向上のための
工事

・配管の耐久性向上の
ための工事等

・躯体・屋上・外壁・配
管の耐久性向上のため
の工事

・避難施設の耐久性向上
のための工事等

・配管の耐久性・耐食性
向上のための工事等

資料：岡崎市公営住宅等長寿命化計画より作成
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③市営住宅ストックの整備に関する事項

本市には、建設から概ね 40 年以上経過し、建替時期を迎えている市営住宅があります。

今後、これらの市営住宅については適切な時期に建替を行っていく必要がありますが、建

替の際には、長期にわたり使い続けられるよう住宅性能や設備水準の向上を図ることが重

要です。また、様々な属性にある住宅確保要配慮者が住みやすくなるよう、バリアフリー

化の推進やユニバーサルデザインの導入、多様な世帯構成に対応した住戸の供給などを行

い、世帯人員や身体状況に応じた規模・設備を備えたものとして整備していきます。

本市では、これらの観点を含めて、市営住宅等を建替えて活用していくための基本方針

を、長寿命化計画において次のとおり定めています。

＜住宅整備・改修方針＞

・福祉施設の併設の検討 ・環境に配慮した住宅整備

・バリアフリー化の推進 ・それぞれの住生活に対応した専用面積の確保

・多様な世帯構成に対応した住戸型別供給

・防災・防犯対策の充実 ・入居者・地域に配慮した共同施設の整備

・十分な居住環境を備えた住宅の長寿命化 ・他事業主体との連携

・コミュニティスペースの確保 ・修繕しやすい住宅への変更

・設備（浴室、給湯、電気容量等）水準の向上

・将来世帯数やまちづくりを意識した住宅の整備・改修 ・PPP の検討

・ユニバーサルデザインの導入 ・土地の高度利用による活用用地の確保

資料：岡崎市公営住宅等長寿命化計画より作成

３－２ 地域優良賃貸住宅等の供給促進に関する事項

国の補助を受けて整備された中堅所得者向け賃貸住宅等（以下「地域優良賃貸住宅等」

という。）のうち、本市が管理する特定公共賃貸住宅があります。

本市では、特定公共賃貸住宅を 2000 年度から 12戸管理していますが、管理期間が短く、

老朽化も進んでいないことから、継続して管理します。そのため、適切な時期に点検・修

繕、改善等を行い、維持管理を図っていきます。また、子育て世帯の利用促進について検

討を行います。

今後の地域優良賃貸住宅等の新たな供給については、愛知県と連携を図り必要に応じた

供給の検討を行います。

＜主な取組み＞

・特定公共賃貸住宅の修繕等による適正管理

・子育て世帯の利用促進について検討【重点】



岡崎市住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅供給促進計画

- 64 -

住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への

円滑な入居の促進に関する事項

４－１ 登録住宅・登録事業者に関する事項

（１）登録住宅の確保の取組みに関する事項

2017 年４月の法改正により創設された「新たな住宅セーフティネット制度」は、2017 年

10 月より制度運用が開始されました。本制度は、住宅確保要配慮者の入居の受け入れが可

能な賃貸住宅を登録する「登録住宅制度」、住宅確保要配慮者の専用賃貸住宅の改修費や入

居への「経済的支援」、住宅確保要配慮者への「居住支援」、この３つの施策を柱としてい

ます。本市では、これらの仕組みを構築し登録住宅の確保に取組みます。

登録住宅の確保には、新たな住宅セーフティネット制度に関する本市の取組みを、大家

や不動産賃貸業者に解りやすく伝える必要があるため、説明会の開催やパンフレットの配

付による制度周知のほか、生活保護受給世帯に対する住宅扶助費の代理納付制度や、国に

よる住宅確保要配慮者専用賃貸住宅のバリアフリー工事など住宅改修費補助制度など、登

録を促進する制度の周知を図り、市による大家等への経済的支援等を検討し登録住宅を確

保していきます。

今後、空き家・空き室の増加が見込まれており、空き家数の実態をより正確に把握して

いく必要があることから、本市の空き家対策との連携が必要となります。

本市では、2017 年８月に「岡崎市空家等対策計画」を策定しており、この計画に基づき、

空き家・空き室の売買や賃貸などの利用促進を図る施策（空き家バンク制度）を展開して

いることから、この施策とも併せて本制度の周知を図ります。

さらに住宅確保要配慮者の入居の受け入れが可能な賃貸住宅の登録を促進するために、

大家や不動産賃貸業者が、住宅確保要配慮者に安心して賃貸住宅を貸すことができる環境

を整備することが必要です。このことから、大家や不動産賃貸業者等に向けて、住宅確保

要配慮者が利用できる福祉制度や見守り等の居住支援に対する取組み、本市協議会を構成

する団体等が提供する住宅確保要配慮者向けの居住支援サービスが活用されるよう可視化

を図ります。

４
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＜本市の大家等に対する主な支援と取組み＞

補助対象
バリアフリー工事、耐震改修工事、用途変更工事等
（国費上限 50万円/戸（共同居住用住宅に用途変更等する場合は、国
費上限 100万円/戸））

【補助金】：国１/３（国の直接補助）

入居者要件等 入居者収入及び家賃水準について一定要件あり

②（独）住宅金融支援機構による登録住宅に対する改修費融資等

①家賃低廉化に要する費用 ②入居時の家賃債務保証料

（国費上限２万円/月・戸） （国費上限３万円/戸）

補助率
国１/２＋地方１/２
（地方公共団体が実施する場合の間接補助）

入居者要件等 入居者収入及び補助期間について一定要件あり

補助対象

補助率

１．登録住宅の改修に対する支援措置
（補助を受けた住宅は専用賃貸住宅化）

①登録住宅に対する改修費補助

２．低額所得者の入居負担軽減のための支援措置
（専用賃貸住宅として登録された住宅の場合）

【交付金】：国１/３＋地方１/３
（地方公共団体が実施する場合の間接補助）

対象 主な支援と取組み内容

・大家等向け説明会の開催やパンフレットの配布による制度周知

・登録住宅に関する生活保護受給世帯に対する住宅扶助費の代理納付制度を周知

・登録を促進するための国による住宅改修費等の経済的支援の周知

・登録住宅を確保するための市による経済的支援等を検討

・登録住宅制度、空き家バンク登録制度双方の情報媒体を用いた制度周知

・居住支援サービスの可視化

大家等

参考：登録住宅の改修・入居への経済的支援の概要

2019 年４月現在
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参考：岡崎市空き家バンクのイメージ

（２）登録事業者の適切な制度運用に関する事項

登録住宅制度では、入居の受け入れ可能な住宅確保要配慮者の属性を登録事業者が選択

できますが、可能な限り多くの属性の住宅確保要配慮者を受け入れてもらうことが望まし

いと考えています。

そのため本市では、セーフティネット住宅の登録が行われる際、大家や不動産賃貸業者

に可能な限り多くの属性の住宅確保要配慮者を受け入れていただくことや、制度の適切な

運用を働きかけるため、説明会等を実施します。

＜主な取組み＞

・多くの属性を受け入れられるよう大家等への制度の周知、適切な運用を働きかける

ための説明会等を実施

資料：岡崎市空き家バンクホームページ
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（３）登録住宅の規模（面積）に関する基準

①一般住宅（共同居住型住宅以外）

一般住宅を登録住宅とする規模（面積）の基準は、「25 ㎡/戸（共用部分に共同して利用

するため適切な台所、浴室・シャワー等を備えることにより、各居住部分に備える場合と

同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、18 ㎡以上）」と規定されていますが、本

市の民間賃貸住宅で 18 ㎡から 25 ㎡未満の民間賃貸住宅は、住宅・土地統計調査から推計

した結果では約 4,300 戸と少なくありません。

民間賃貸住宅の多くは床面積に比例し家賃も高くなる傾向があり、住生活基本計画（全

国計画）で定められている最低居住面積水準が 1996 年度から 2005 年度は、18 ㎡以上※1で

あったこと、18 ㎡の規模で６畳程度の居住空間を確保できることから、一般住宅の規模の

基準を 25㎡/戸から「2019 年３月 31 日以前に工事完了された賃貸住宅でバリアフリーに配

慮した場合※2に限り、各戸の床面積の規模は 18㎡/戸以上」とします。

※1 第七期住宅建設五箇年計画（1996～2000 年度）、第八期住宅建設五箇年計画（2001～2005 年度）

における最低居住面積水準。

※2 国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第 10 条第１号から

第４号のいずれか及び当該規定に係る同規則第５号に適合する場合。

＜主な取組み＞

・登録住宅（一般住宅）の床面積の規模を 18 ㎡/戸以上に緩和

＜一般住宅の間取りイメージ図＞

約 18 ㎡の住宅約 25 ㎡の住宅

約８畳 約６畳
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②共同居住型住宅（シェアハウス）

共同居住型住宅（シェアハウス）を登録住宅とする規模（面積）の基準は、住宅全体の

規模は「15 ㎡×居住人数＋10 ㎡（居住人数は２人以上）」、各専用部分の規模は「９㎡以上

（各専用部分の入居者の定員は１人）」と規定されています。

＜共同居住型住宅（シェアハウス）の間取りイメージ図＞

資料：国土交通省 「シェアハウスガイドブック」
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（４）規模（面積）以外の登録基準

登録住宅制度には、規模（面積）以外に、構造・設備等の登録基準があります。これら

の基準については、国が定める基準に準拠するものとします。ただし、本市の民間賃貸住

宅の実情や、大家・不動産賃貸業者及び住宅確保要配慮者の方の要請に対応していくもの

とし、今後、必要に応じた見直しを行っていき、適正な運用を検討していきます。

＜登録基準（規模以外）＞

①構造

・消防法、建築基準法等に違反しないものであること

・耐震性があること（新耐震基準※に適合）

※ 建築基準法に基づく現行の耐震基準は、1981 年６月１日に改正されました。この基準が新耐震基

準であり、震度６強から７の地震でほとんど損傷しない建物であることを要求します。新耐震基

準導入前に着手した建築物の耐震性能を証明するには耐震診断を行い、新耐震基準を満たしてい

る必要があります。

②設備

・各住戸が台所、便所、収納設備、浴室又はシャワー室を備えること※

※ ただし、住宅の共用部分に台所、収納設備、浴室又はシャワー室を備えることで各住戸に備える

場合と同等以上の居住環境が確保される場合、各住戸にこれらを備える必要はありません。

（共同居住型住宅（シェアハウス）の場合）

・住宅の共有部分に、居間・食堂・台所、便所、洗面設備、浴室又はシャワー室、洗

濯室又は洗濯場を備えること※

※ これらの設備が各専用部分に備えられている場合は、共有部分に備える必要はありません。また、

便所、洗面設備、浴室又はシャワー室は、５人に１つ以上の割合で備えることが必要です（定員

４人であれば各設備は１つずつ、６人であれば２つずつ）。

③家賃

・近傍同種の住宅と均衡を失しないこと
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参考：新たな住宅セーフティネット制度による代理納付制度の仕組み

《生活保護法に基づく代理納付制度》

生活保護受給者が民間賃貸住宅に住む場合の家賃等については、必要に応じて住

宅扶助費等として生活保護受給者に支給されます。しかし、一部の生活保護受給者

は、住宅扶助費等を家賃の支払いに適切に充てられずに家賃を滞納してしまうこと

があります。

このことから、生活保護制度には、保護の目的を達するために必要があるときは、

住宅扶助費が家賃の支払いに適切に充てられるよう、生活保護受給者に代わり福祉

事務所が賃貸人に対して直接交付する「代理納付制度」があります。

新たな制度

資料：国土交通省 新たな住宅セーフティネット制度

《住宅セーフティネット制度に基づく代理納付制度》

代理納付を利用しやすくするため、法により新たな手続きが整備されました。

居住支援協議会の構成員等の登録事業者（賃貸人）から、生活保護受給者の登録

住宅における家賃滞納等の情報を福祉事務所に通知し、措置が必要な場合は代理納

付を実施します。

登録事業者（賃貸人）は、居住支援協議会構成員、居住支援協議会構成員が団体

である場合は当該団体構成員、居住支援法人、賃貸住宅管理業者の登録を受けた者

等の要件があります。
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４－２ 賃貸住宅や登録住宅の管理の適正化のために講ずる

施策に関する事項

賃貸住宅における入居者及び大家双方の利益の保護を図る、「賃貸住宅管理業者登録制

度」があります。本制度は、賃貸住宅の管理業者が国へ登録する制度であり、賃貸住宅業

務を適切に履行することが定められています。既に本市の複数の賃貸住宅管理業者※が登録

をしていますが、さらに登録を促進することで、賃貸住宅の管理の適正化を図ります。

※ 2019 年６月５日現在：19 社が登録

＜主な取組み＞

・賃貸住宅管理業者登録規定に基づく「賃貸住宅管理業者登録制度」の周知

参考：賃貸住宅管理業者登録制度

資料：国土交通省 賃貸住宅管理業者登録制度
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４－３ 賃貸人の啓発のために講ずる施策に関する事項

本市協議会及び構成団体等と連携し、民間賃貸住宅の大家や不動産賃貸業者等へ住宅セ

ーフティネット制度に関する説明会等を実施し、パンフレットの作成・配布により制度等

の周知及び啓発を図ります。

また、登録住宅への入居拒否、入居差別を受けた場合の相談や、トラブル防止を図るた

め、国が作成した「大家さん向け住宅確保要配慮者受け入れハンドブック」を活用し周知

及び啓発を図ります。

＜主な取組み＞

・大家・不動産賃貸業者向け説明会等の開催

・入居者とのトラブル防止に関するハンドブックの活用・周知及び啓発

参考：大家さん向け住宅確保要配慮者受け入れハンドブック

資料：国土交通省 大家さん向け住宅確保要配慮者受け入れハンドブック
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用語 説明

あ

行 著しい困窮月収

自力では国が定める最低居住面積水準（単身：25 ㎡、２人：

30 ㎡等）の住宅を確保することが著しく困難な月収にある

方。

インスペクション

既存住宅の取引時や住宅取得後の維持管理における定期的

な点検時、リフォーム時等において、現況調査により構造安

全性や劣化事象等の有無等を把握すること。

か

行 核家族

夫婦とその結婚していない子どもだけの世帯、夫婦のみの世

帯や父親または母親とその結婚していない子どもだけの世

帯のこと。

共聴アンテナ
集合住宅において、１本のアンテナから複数の住戸でテレビ

受像をすることができるアンテナのこと。

共同居住型住宅

（共同居住用住宅）

一つの住宅や住戸に複数の賃借人が共同で居住する形態で、

各賃借人は個室を専用使用するほか、台所・居間・トイレ・

浴室等を他の賃借人と共同で使用する住宅のこと。

居住支援
住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居の促進に関す

る情報の提供や相談などの支援を行うこと。

居住支援協議会

地方公共団体や関係業者、居住支援団体等が連携し、住宅確

保要配慮者や民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報提供や円

滑な入居の促進に関する必要な措置について協議し支援に

繋げる会。

居住支援団体 居住支援に関する事業・サービスの提供を行う事業者・団体。

居住支援法人 居住支援を行う法人として、都道府県が指定する法人。

緊急通報装置
急病や火災などの緊急時に外部や特定の通報先に通報する

装置。

近傍同種家賃
近隣に立地する同水準の民間賃貸住宅の家賃と同等となる

よう、国が定める算定式に基づき算出した家賃のこと。

躯体 柱、梁、屋根、基礎、床など、建物の構造を支える骨組み。

グループホーム
生活に困難を抱えた障がい者や認知症の高齢者などが、介護

職員の援助を受けながら、小人数で共同生活を送る住まい。

公営住宅
住宅に困窮する低額所得者に対して、自治体が低廉な家賃で

供給する賃貸住宅。市営住宅や県営住宅が該当する。

高額所得者
公営住宅に引き続き５年以上入居している場合において、最

近２年間政令で定める基準を超える収入がある者。

公社

本計画では地方住宅供給公社のこと。居住環境の良好な集団

住宅及びその用に供する宅地を供給することを目的として

設立。

用 語 集
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用語 説明

か

行 公的賃貸住宅
公営住宅や特定公共賃貸住宅、独立行政法人都市再生機構

（ＵＲ）及び公社が整備する賃貸住宅。

高齢者生活支援施設

通所介護事業所、訪問介護事業所、居宅介護支援事業所、診

療所、訪問看護事業所、食事サービス施設、生活相談サービ

ス施設などのこと。

子育て世帯 高校生相当以下を養育している者。

さ

行 最低居住面積水準

世帯人数に応じて、健康で文化的な住生活の基礎として必要

不可欠な住宅の面積に関する水準（単身：25 ㎡、２人：30

㎡等）。

死後事務委任 葬儀や埋葬などに関する事務を委任すること。

地震時管制運転装置
エレベータに設置する地震時の閉じ込め事故を防止するた

めの装置。

自然人 権利や義務の主体となる個人のことで、法人と対をなす。

住宅確保要配慮者
低額所得者、高齢者、子育て世帯、障がい者、外国人世帯等

の住宅の確保に特に配慮を要する方のこと。

住宅セーフティネット

住宅市場の中で独力では住宅を確保することが困難な者が、

それぞれの所得、家族構成、身体の状況などに適した住宅を

確保できるような仕組みのこと。

住宅扶助

生活保護制度における扶助の種類のひとつ。生活困窮のため

に最低限度の生活を維持することのできない者に対して、家

賃等を給付するもの。

住宅用防災警報器
火災により発生した煙や炎を感知し、音などで火災発生を知

らせる設備。

収入超過者
公営住宅に引き続き３年以上入居している場合において、政

令で定める基準を超える収入のある者。

収入分位

収入を低い順から並べて区切った際に相当する分位のこと。

収入分位 25％であれば、全ての世帯のうち収入を低い方か

ら並べて１／４番目に相当する世帯のことを指す。

就労移行支援事業

就労を希望する 65 歳未満の障がい者で通常の事業所に雇用

されることが可能と見込まれる者に対して、就労に必要な知

識及び能力の向上のために必要な訓練や求職活動等に関す

る支援を行う。

生活訓練事業

生活能力の維持・向上等のため、一定期間の訓練が必要な知

的障がい者又は精神障がい者に対して、生活等に関する相談

及び助言その他の必要な支援を行う。

生活保護

生活保護法に基づき、生活に困窮する方に対し、その困窮の

程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の

生活を保障するとともに、自立を助長することを目的とし、

生活を営む上で必要な各種費用に対応して扶助を支給する。
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用語 説明

さ

行
成年後見制度

認知症等の理由で財産管理や各種契約等の判断能力が不十

分な方々を保護し、支援する制度。

政令月収

公営住宅法の規定に基づき、年間粗収入から、給与所得控除、

配偶者控除、扶養親族控除等を行ったうえで月収換算するこ

とにより算定したものをいう。

セーフティネット住宅
新たな住宅セーフティネット制度における、住宅確保要配慮

者の入居を拒まない住宅として登録された住宅。

た

行
耐食性 金属などが腐食しにくいこと。

代理納付制度

住宅扶助費が家賃の支払いに適切に充てられるよう、生活保

護受給者に代わり福祉事務所が賃貸人に対して直接交付す

る制度。

団塊ジュニア世代 団塊世代の子ども世代（1971～1974 年生まれ）。

団塊世代 戦後のベビーブーム世代（1947～1949 年生まれ）。

地域包括支援センター

①介護予防ケアマネジメント業務、②総合相談支援業務、③

権利擁護業務、④包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

を一体的に実施するため、市町村又は地域包括支援事業の委

託を受けた法人が設置する機関。

地域優良賃貸住宅 国の補助を受けて整備された中堅所得者向け賃貸住宅等。

低額所得者 月収 15.8 万円以下の者。

登録住宅
住宅確保要配慮者の入居の受け入れが可能な賃貸住宅を登

録する登録住宅制度において、登録された住宅。

特定公共賃貸住宅 地域優良賃貸住宅のうち、本市が管理する賃貸住宅のこと。

土地の高度利用
有効な空地の確保、一定以上の敷地規模の確保などにより良

好な市街地環境を形成し、土地を効率的に利用すること。

は

行
バリアフリー

本計画では、高齢者等が安心して快適に生活を送ることので

きる居住環境を整備すること。

防火区画 火災が起こったとき、延焼を防ぐためのもの。

保証人
主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をす

る責任を負う。

や

行
家賃債務保証

借主が賃貸住宅に入居する際、保証人に代わる第三者（民間

保証会社等）が家賃の支払いを保証すること。

ユニバーサルデザイン

建物、環境等のデザインにおいて、年齢、性別、障がいの有

無、国籍等を問わず、誰にとっても安全で、使いやすい、公

平なデザインのこと。
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用語 説明

ら

行 リーマンショック

リーマン・ブラザーズが破綻したことなどから生じた国際的

な金融危機のことであり、不動産賃貸業に与える影響も大き

かった。

英

数
NPO

NPO は（Non Profit Organization）の略称で、ボランティ

アをはじめ様々な社会貢献活動を行う非営利団体の総称。

PPP

PPP は（Public Private Partnership）の略称で、公共サー

ビスの提供に民間が参画する手法を幅広く捉えた概念で、民

間の資本やノウハウを活用し、公共サービスの効率化や向上

を目指すもの。
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